
全
-
り
£
局
、
。
ル

居
延
漢
簡
に
見
え
る
官
吏
の
慮
罰

は

じ

め

に

I

候
官
に
お
け
る
属
吏
の
庭
罰

ω
懲
罰
努
働
と
「
財
務
」

ω
斥

亮

E

劾

吠

の

分

析

ω
劾

吠

の

書

式

ω
劾

扶

の

事

例

E

庭
罰
を
通
じ
て
見
た
人
事
機
構

ω
薗
劾
庭
分
の
決
定
過
程

ω
飲

員

の

補

充

ω
蘇
の
機
構
の
役
割

お

わ

り

に
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fi 

じ

め

一
九
七
三
年
に
護
掘
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
新
居
延
漢
簡
は
、

破
城
子
の
甲
渠
候
官
遺
祉
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
精
密
な
設
掘
作
業
の
結

果
、
従
来
の
漢
簡
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
密
度
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
で
新
し
い
筒
臆
資
料
を
も
た
ら
し
た
。
近
年
よ
う
や
く
破
城
子
出
土
簡

の
園
版
が
出
版
さ
れ
て
、
い
よ
い
よ
漢
筒
研
究
の
新
た
な
展
開
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
漢
筒
研
究
は
、
大
庭
惰
氏
に
代
表
さ
れ
る
加

書
の
復
元
研
究
と
、
永
田
英
正
氏
に
代
表
さ
れ
る
一
簡
ご
と
の
書
式
分
類
研
究
の
二
つ
の
流
れ
に
大
別
さ
れ
、

(

1

)

 

て
き
た
。
し
か
し
新
居
延
漢
簡
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
成
果
を
あ
げ

一
簡
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
に
し
て
分
類
す
る
に
は
、
書
類
と
し
て
ま
と
ま
り
が
あ
り
す
ぎ
、

か
と
い
っ
て

加
書
の
形
ま
で
復
元
で
き
る
ほ
ど
、
き
れ
い
に
揃
っ
て
も
い
な
い
と
い
う
、

で
は
扱
い
に
く
い
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
特
性
を
活
か
し
た
整
理
法
を
模
索
す
べ
き
だ
ろ
う
。

一
種
中
途
牢
端
な
資
料
群
が
大
量
に
存
在
す
る
。
従
来
の
方
法
論

本
稿
は
、
主
と
し
て
破
城
子
出
土
の
筒
臆
を
も
と
に
、
漢
代
遺
境
の
下
級
官
吏
に
劃
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
慮
罰
の
制
度
を
跡
づ
け
な
が
ら
、
漢

代
の
官
僚
機
構
に
お
け
る
人
事
シ
ス
テ
ム
の
一
面
に
光
を
あ
て
て
み
た
い
。
従
来
の
漢
筒
研
究
あ
る
い
は
文
献
史
撃
に
お
い
て
、
人
事
機
構
の

- 2 ー

研
究
は
常
に
大
き
な
テ
l
マ
だ
が
、
そ
の
中
で
扱
わ
れ
る
考
課
制
度
は
、

な
ぜ
か
エ
リ
ー
ト
の
出
世
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
「
腫
最
を
課
す
」
以
上
、
成
績
を
上
げ
ら
れ
ず
に
慮
罰
さ
れ
た
り
、
失
態
を
演
じ
て
ク
ピ
に
な
っ
た
り
す
る
官
吏
も
、

と
同
等
の
割
合
で
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
『
漢
書
』
の
列
停
な
ど
に
登
場
す
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
つ
い
て
も
、
出
世
の
過
程
で
一
度
な
ら
ず
失
敗
し
て
振
り
出
し
に
戻
り
、
郷
里

の
郡
燃
の
麗
吏
か
ら
勤
め
な
お
し
て
、
再
び
中
央
政
界
に
乗
り
込
む
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
失
敗
や
や
り
直
し
は
、

い
か
な
る
制
度

的
基
盤
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
文
献
に
は
現
れ
る
こ
と
の
な
い
、
官
僚
機
構
の
最
末
端
に
お
け
る
人
事
機
構
に
こ
そ
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
念
頭
に
、

甲
渠
候
官
の
属
吏
た
ち
が
課
せ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
!
と
、

そ
れ
に
伴
う
手
績
き
や
人
の
動
き



を
、
多
様
な
書
類
の
記
述
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
な
お
、
引
用
す
る
新
居
延
漢
簡
の
圃
版
と
緯
文
は
、
甘
粛
省
博
物
館
ほ
か
編
『
居
延
新
簡

甲
渠
候
官
』
(
中
華
書
局

一
九
九
四
)
に
準
援
す
る
。
ま
た
奮
簡
に
つ
い
て
は
、

出
土
地
と
原
筒
番
続
、
園
版
の
出
典
を
あ
げ
る
。
園
版
は
第

斡
『
居
延
漢
簡
考
簿
圃
版
之
部
』
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
一
九
七
七
再
版
本
)
、
「
居
延
漢
簡
甲
編
』
(
科
皐
出
版
社
一
九
五
九
)
、
韓
文
は

一
九
八
七
〉
に
よ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
範
囲
で
句
讃
貼
を
補
う
な
ど
の
修
正
を
施
し
、

基
本
的
に
は
『
居
延
漢
簡
摩
文
合
校
』
ハ
文
物
出
版
社

筒
番
続
と
と
も
に
圃
版
の
頁
敷
を
示
す
。

I 

候
官
に
お
け
る
属
吏
の
虚
罰

)
 

句
目
ム(
 
懲
罰
第
働
と
「
財
諦
」

居
延
戦
線
の
軍
吏
た
ち
は
、
人
員
の
勤
務
朕
況
や
候
憶
の
備
口
問
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
期
的
査
察
を
受
け
、
そ
の
不
備
の
責
任
を

(

2

)

 

問
わ
れ
て
慮
罰
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
候
史
贋
徳
の
慮
罰
を
記
す
有
名
な
撤
〈
E
P
T
五
七

日一

O
八
〉
は
、
木
の
枝
を
削
っ
て
、
候
耀
の
備

(

3

)

 

品
類
の
不
備
が
び
っ
し
り
と
書
き
込
ま
れ
、
彼
を
責
任
者
と
し
て
筈
打
ち
五
十
に
慮
す
る
旨
が
-
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
軍
更
の
日
常
の
仕
事

- 3 ー

の
中
で
、

ほ
と
ん
ど
絶
え
聞
な
く
出
現
す
る
慮
罰
封
象
者
は
、
こ
の
よ
う
な
腫
罰
や
減
俸
慮
分
を
受
け
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
一
種
の
労
働
力
と

し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
以
下
は
そ
の
よ
う
な
懲
罰
労
働
を
諜
せ
ら
れ
た
候
長
や
候
史
、
耀
長
の
名
籍
で
あ
る
。

1 

餅
庭
候
長
王
護

坐
陵
長
謹
陸
誤
和
受
一
萱
火
、
遁
載
轄
一
雨
到
口
図

E
P
T
六
五
日
三
二
八
(
四
一
ニ
一
〉

2 

第
十
候
長
秦
忠

坐
部
十
二
月
甲
午
留
薬
、
適
載
純
赤
童
三
百
丈
致
図

坐
護
省
治
大
司
農
菱
卒
不
以
時
、
遣
吏
終
詣
官
失
期
、
適
震
騨
馬
載
三
樵
菱
五
石
致
止
害

A
8
一一六

(
鉱
労
三
四
一
〉

3 

高
歳
候
長
田
宗

A
8
六
一
・
三
十
一
九
四
・
二
一
(
甲
四
三
一

)
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4 

第
十
候
長
停
育

坐
褒
省
卒
部
五
人
、
舎
月
十
三
、
失
期
母
獄
、
今
遁
載
三
泉
斐
二
十
石
、
致
城
北
耀
給
騨
馬
、
曾
月
二
十
五
日
畢
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E
P
T
五
九
日
五
九
〈
一
二
四
九
)

5 

倶
南
耀
長
沼
部

留
出
入
撒
、
通
局
騨
馬
運
餅
庭
斐
廿
石
致
止
害
耀

E
P
T
五
九
日
七
二
(
三
五

O
)

6 

図
坐
閏
月
乙
卯
官
移
府
行
事
撒
留
退
三
時
九
分
、

不
以
馬
行
、
適
震
成
卒
城
倉
轄
一
一
同
致
官
、
曾
月
十
五
日
畢

E
P
T
五
九
日
九
六
(
三
五
一
ニ
)

7 

図
長
甲

坐
君
行
塞
湾
五
閥
戻
口
緩
、
適
車
図

A
お
四

O
三
・
一
五
(
第
五
二
〉

8 

図
坐
移
正
月
憲
三
月
四
時
吏
名
籍
、
誤
十
事
、
遁
口
里

A
8
一
八
五
・
一
二
一
一
〈
第
一
一
六
六
〉

9 

第
十
候
史
楊
卒

罷
卒
在
正
月
四
日
到
部
、
私
留
一
日
、
遁
運
斐
五
百
東
致
候
官
、
舎
八
月
旦

A
8
二
八
五
・
一

O
(第
三
七

O
〉

10 

図
坐
努
漫
使
者
遁
郡
飲
、
遁
堕
耐
石
職
官

私
鯖
、
嘗
遁
田
舎
萱
宿
、
今
週
一帽
如
牒
撒
到
遣
図

-4-

E
P
T
五
一
二
ニ
二
三
(
一
八
五
)

A
8
二
一
七
・
一

六
(
第
五

二
ニ
〉

11 12 

図
遁
土
吏
習
詣
図

A
8
四
八
六
・
一

O
六
(
第
三

O
九〉

13 

図
今
適
遜
等
各
如
牒

E
P
W
H
八
二
〈
五
七
五
)

14 

十
一
月
五
日
丁
丑
城
北
卒
醤
語
受
品川井
塞
尉
撤
言

A
8
二
五
四
・
二
ニ

A

(努
二
二
八
〉

遁
等
裁
甲
渠
候
都
轄
二
雨
図

1
・
2
は
信
披
停
達
ミ
ス
の
責
任
を
問
わ
れ
た
候
長
が
、

(H諦
)
と
し
て
何
か
を
職
迭
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。

3

・
4
で
は
、

「遁」

「
省
卒
」
を
引
率
し
て
指
定
の
場
所
に
到
着
す
る
の
が
遅
れ
た
た
め

候
長
が
騨
馬
用
の
ま
ぐ
さ
を
運
ん
で
い
る
。

6
は
書
類
の
遁
迭
の
遅

7
は
都
候
じ
き
じ
き
の
巡
察
の
折
り
に
見
つ
か
っ
た
湾
の
整
備
不
良
、

卒
〉
を
勝
手
に
引
き
留
め
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
食
糧
や
ま
ぐ
さ
を
運
搬
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

(
4〉

飲
み
過
ぎ
た
罰
と
し
て
、
盟
を
聡
迭
し
て
い
る
0
1
1
M
は
、
そ
の
慮
分
が
撒
書
に
よ
っ
て
俸
達
さ
れ
、
執
行
さ
れ
た
こ
と
を
一
万
す。

こ
の
よ
う
な
懲
罰
と
し
て
の
職
迭
献
労
働
は
、
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
線
の
補
給
物
資
総
迭
の
補
助
手
段
と
し
て
、
常
に
活
用
さ
れ
て

れ

8
は
書
類
の
書
き
関
連
い

9 
』ま

「
罷
卒
L

(
現
地
除
隊
し
た
成

刊
は
「
務
違
使
者
」
の
接
待
の
際
に
酒
を



b、ー
た5。、J

所
受
適
吏
・
砦
家
・
部
吏
卒
所
職
穀
車
南

E
P
F
一
一
二
日
三
六
四
〈
五
二
六
〉

15 

召甲図図
護渠口一
適官所歳
吏十李壊食

一 充 健
星印 、遺

王己吏
去調迎
寵適受
以吏
来卒今

図遁
遁
吏
家
属
五
家
図図

E
P
T
六
五
二
二
七
八
(
四
四
二
〉

16 17 

E
P
T
二
六
日
一
四
(
六

O
)

18 

(A) 

A
8
二
五
八
・
一
入
〈
甲
一
三
六
二
、
第
二
三
五
)

(B) 

こ
れ
ら
は
慮
罰
を
受
け
た
属
吏
が
「
諦
吏
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
第
働
の
義
務
が
家
層
に
も
及
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

時
か
ら
は
、
恐
ら
く

都
尉
府
か
ら
「
諦
吏
」
を
徴
援
す
る
命
令
が
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
諦
吏
の
待
機
リ
ス
ト
の
よ
う
な
名
籍
か
ら
、
必
要
に
醸
じ
て
務
働
力
が
調

達
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

19 

敬
、
廿
七
日
、
以
侯
長
素
精
進
故
、
財
遁
五
百
束

(A) 

E
P
F
一
一
二
日
五
七
回
(
五
四
九
〉

- 5 ー

こ
の
よ
う
な
慮
分
の
決
定
は
、
都
尉
府
の
承
認
を
得
て
、
候
官
に
お
い
て
下
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

20 

以
記
過
候
長
罰
、
使
詣
部

図
薫
、
震
解
母
朕
嘗
敬
、
以
新
除
故
、
請
財
適
三
百
里
以
戒
後

坐
傷
人
論
、
府
教
遁
図

(B) 

E
P
T
五
日
六
〈
一
五
)

21 

E
P
T
五
一
二
日
一
七
七
(
二
七
一
)

「
候
長
た
る
こ
と
素
よ
り
精
進
な
る
を
も
っ
て
の
放
に
」
情
朕
酌
量
の
つ
い
た
慮
分
を
通
知
す
る
。
却
は
恐
ら
く
信

競
俸
達
ミ
ス
の
慮
分
だ
が
、
「
新
除
を
も
っ
て
の
放
に
」
罰
が
軽
減
さ
れ
、
後
々
へ
の
戒
め
と
し
た
い
と
い
う
内
容
で
、
候
官
か
ら
都
尉
府
に

日
は
都
尉
府
の
教
書
で
、

そ
の
旨
を
申
請
し
た
も
の
。

「
里
」
は
「
東
」
の
書
き
関
連
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

幻
は
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
属
吏
へ
の
昆
罰
が
、

や
は
り

都
尉
府
の
数
書
で
決
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。

437 

日
・
却
の
事
例
で
、
軽
減
さ
れ
た
虚
罰
は
「
財
諦
」
と
記
さ
れ
る
。

「
財
諦
」
と
は
、
本
来
な
ら
ば
貫
際
に
労
働
に
従
事
す
べ
き
と
こ
ろ
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を
、
ま
ぐ
さ
の
物
納
な
ど
に
よ
っ
て
代
替
し
た
、

一
種
の
罰
金
慮
分
と
解
さ
れ
る
。
居
延
都
尉
府
管
内
で
の
ロ
ー
カ
ル
ル

l
ル
と
し
て
、
こ
の

よ
う
な
罰
則
や
軽
減
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

8
の
事
例
は
「
遁
口
里
」
と
記
さ
れ
、
他
の
事
例
と
類
を
異
に
す
る
。
こ
れ
が
遠
く
の
任
地
に
飛
ば
さ
れ
る
懲
罰
的
人
事
異
動
な
の

か
否
か
、
そ
の
距
離
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
何
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

な
お
、

に
と
ど
め
た
い
。

(2) 

斥

克

前
節
の
懲
罰
第
働
は
、
む
し
ろ
軽
い
露
分
に
廃
す
る
が
、
服
務
規
程
違
反
な
ど
内
容
に
よ
っ
て
は
、
現
在
で
言
う
懲
戒
尭
職
庭
分
が
行
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
が
「
斥
克
」
で
あ
る
。

23 

図
斥
克
言
府
.
一
事
一
封
四
月
壬
申
令
史
巌
奏
封

E
P
T
五
一
一
七
二
(
一
五
五
)

- 6 ー

22 

-
甲
渠
言
餅
庭
士
吏
李
奉
陣
地
長
陳
安
園
等
年
老
病
請
斥
売
言
府
.
一
事
集
封
図

E
P
T
五
一
一
=
二
九
(
一
八
五
)

24 

第
十
三
燈
長
王
安
病
三
月
克
依
移
府
・
一
事
一
封

五
月
庚
辰
尉
史
図

E
P
T
五
二
一
一
五
八
(
二
二
二
)

こ
れ
ら
は
候
官
か
ら
の
文
書
の
護
信
記
録
で
、
内
容
の
摘
録
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。

「
老
病
」
な
ど
の
理
由
で
、
候
官
か
ら
都
尉
府
に
麗
吏
の

斥
克
が
申
請
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
申
請
は
、
都
尉
府
で
審
査
さ
れ
た
。

25 

元
寄
二
年
十
二
月
庚
寅
朔
戊
申
、
張
披
居
延
都
尉
博
・
庫
守
丞
賢
兼
行
丞
事
、
謂
甲
渠
郭
候
、
一
言
口
候
長
楊
褒
、
私
使
卒
井
積

不
日
迩
一
日
以
上
。
熔
長
張
語
母
状
。
請
斥
克
有
書
。
案
褒
私
使
卒
井
積
一
目
、
耀
長
張

一
目
、
買
羊
部
吏
故
貴
耐
五
、

(A) 

26 

橡
宣
守
属
長
書
佐
井

図
口
言
之
。
府
記
日
、
斥
克
燈
長
口
図

(B) 

E
P
T
五
九
日
五
四
八
(
三
八
七
・
三
人
入
)

E
P
F
二
二
日
五
一
五
(
五
四
四
)
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お
は
居
延
都
尉
府
か
ら
甲
渠
都
侯
に
宛
て
た
、
甲
渠
候
官
の
二
人
の
属
吏
の
斥
克
虚
分
に
闘
す
る
書
類
で
あ
る
。
斥
売
の
封
象
者
の
う
ち
、

ま

ず
侯
長
の
楊
褒
は
、
成
卒
を
私
用
に
使
役
し
た
こ
と
、
羊
を
不
嘗
に
吉
岡
く
買
り
つ
け
た
こ
と
、
天
田
の
見
回
り
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
斥
克

が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
一
人
の
蟻
長
張
謹
に
つ
い
て
は
「
母
朕
」
と
し
か
記
述
が
な
い
。
「
斥
売
を
請
う
こ
と
書
あ
り
」
と
い
う
の
は
、

こ
れ
ら
の
虚
分
が
、
甲
渠
候
官
か
ら
都
尉
府
に
具
申
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
「
案
ず
る
に
」
以
下
が
都
尉
府
の
剣
断
、
あ
る
い
は
候
官
〈
の
問

い
合
わ
せ
事
項
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
は
、
都
尉
府
か
ら
こ
の
よ
う
な
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
時
の
、
候
官
か
ら
の
回
答
書
の
断
片
だ
ろ

A
ノ
。

斥
売
の
よ
う
な
重
大
な
不
利
盆
慮
分
を
行
う
際
に
は
、

(

6

)

 

る。

被
昆
分
者
の
行
献
な
ど
に
つ
い
て
の
謹
言
と
し
て
、

愛
書
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ

27 

丘
ハ
怒
弓
不
敬
市
持
、
案
業
軟
弱
不
任
吏
職
、
以
令
斥
売
。
官
如
愛
書
。
敢

図
口
里
上
造
張
憲
、
高
歳
候
長
居
延
沙
陰
里
上
造
郭
期
、
不
知
積
薫
火
、
兵
琴
不
繋
持
憲
口
図

図
口
斥
克
、
官
如
愛
書
。
敢
言
之
。

E
P
F
二
二
日

六
八
九
(
五
五
八〉

- 7一

28 

E
P
T
五
九
一
二
ハ
二
〈
三
六

O
)

29 

署
第
十
七
部
候
長
、
主
亭
燈
七
所
、
丘
(
湾
扇
戻
不
繋
持
、
母
鞍
馬
図

E
P
F
二
二
一
三
九
九
(
五
三

O
)

幻
に
見
え
る
よ
う
に
、

斥
尭
慮
分
は

「
ム
官
」

の
規
定
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
。

直
接
の
虚
分
理
由
と
な
っ
て
い
る

「
軟
弱
に
し
て
吏
職
に
任
ぜ

ず
」
職
務
に
不
適
格
で
あ
る
と
い
う
決
ま
り
文
句
で
あ
る
。

に
、
そ
の
正
嘗
性
を
謹
援
立
て
る
謹
言
と
し
て
添
附
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

』士

」
の
よ
う
な
愛
書
は
、

候
官
か
ら
都
尉
府
へ
慮
分
の
申
請
が
な
さ
れ
る
時

斥
克
慮
分
が
決
定
さ
れ
る
と
、
被
慮
分
者
は
候
官
に
召
し
出
さ
れ
、
慮
分
が
申
し
渡
さ
れ
て
、
そ
の
場
で
職
務
を
解
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

30 

井
東
耀
長
孫
宮
召
詣
官

斥
克
己
遣
口
図

P
9
四
五
九
・
二
〈
第
五
三
)

32 31 

令
史
牒
得
市
陽
里
公
乗
楊
高
年
品
川
王
斥
売
口
口
図

図
寅
嘗
南
候
長
俸
敢
言
之
、
偉
除
位
、
受
故
候
長
杜
彊
及
嫁
兵
物
、

A
m八
八
・
一
二
〈
第
三
九
二
〉

A 
32 

(
第
一
一
九
〉
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図
本
不
受
橡
所
偲
丹
湾
、
丹
斥
克
在
居
延
。
漫
兵
嘗
備
具
、
唯

却
は
「
詣
官
簿
」
の
一
簡
で
、
庭
分
の
申
し
渡
し
に
出
頭
し
た
跡
地
長
の
記
録
。

訂
は
肩
水
金
闘
の
出
入
記
録
で
、
令
史
が
斥
克
に
関
係
し
た
用

件
で
関
所
を
通
行
し
て
い
る
。

認
は
斥
克
底
分
の
後
、
物
品
の
引
き
繕
ぎ
で
生
じ
た
ト
ラ
ブ
ル
の
例
。

「
擦
」
が
借
り
受
け
て
い
た

「丹」

と
い
う
人
物
の
湾
が
、
候
長
の
交
代
の
際
に
行
方
不
明
に
な
っ
た
ら
し
い
。

「丹」

は
斥
売
さ
れ
て
居
延
に
お
り
、

一
民
開
人
と
し
て
本
籍
地

に
蹄
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

11 

劾

状

の

分

析

(1) 

劾

放

の

書

式

斥
克
は
「
軟
弱
不
勝
任
」
と
い

っ
た
決
ま
り
文
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
令
に
定
め
ら
れ
た
特
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
篠
件
と
し
て
行

-8-

わ
れ
る
、
行
政
慮
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
裁
剣
を
経
て
行
わ
れ
る
慮
分
が
、
弾
劾
で
あ
る
。
甲
渠
候
官
の

E
P
T
六
八
か
ら
は
、
弾

劾
に
関
係
し
た
「
一
劾
欣
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
類
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
多
様
さ
と
面
白
さ
は
、
最
初
の
護
掘
筒
報

の
段
階
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
全
簡
の
樺
文
と
固
版
の
公
表
に
よ
っ
て
、
近
年
よ
う
や
く
全
容
が
知
ら
れ
、
す
で
に
鷹
取
祐
司
氏
の
研
究

(
7〉

も
護
表
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
劾
欣
」
と
は
、
官
吏
が
官
吏
を
告
渡
す
る
弾
劾
と
い
う
手
績
き
に
お
い
て
、
最
初
に
作
成
さ
れ
る
書
類
で
あ
る
。
後
越
の
よ
う
に
こ
の
書

類
は
、

「劾
欣
一
編
」
と
表
現
さ
れ
る
、

一
ま
と
ま
り
の
書
類
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
・
右
劾
及
朕
」

(
E
P
T
五
六
日
一
一
八
)
と
い
う

簡
に
一
ホ
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
劾
」
と
「
朕
」
の
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
、
こ
の
順
番
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
8
)
 

江
陵
張
家
山
漢
簡
の
「
奏
調
書
」
で
は
、
官
吏
が
官
吏
を
「
劾
」
し
た
事
例
が
二
つ
あ
る
。

「
告
」
と
「
劾
」
の
使
い
分
け
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も

「劾」

に
よ
っ
て
告
設
さ
れ
た
場
合
、

「劾」

せ
ら
れ
た
人
物
の
取
り
調
べ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
供
述
は
、
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「
官
は
劾
の
如
し
」
と
結
ぼ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
劾
」
は
弾
劾
と
い
う
行
掃
を
指
す
だ
け
で
な
く
、

そ
の
訴
肢
の
名
稽
で
も
あ
っ
た
。
居
延
漢

「劾」

の
部
分
が
最
初
に
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
績
く
「
朕
」

の
部
分
は
、

簡
の
「
劾
朕
」
に
も
、
訴
肢
に
嘗
た
る

「
朕
僻
日
」
で
始
ま
り
、
書
き
方
は
愛
書
に
よ
く
似
て
い
る
。

〈

9
)

あ
る
。

「
一
劾
」
の
内
容
を
誼
援
.
つ
け
る
謹
言
を
添
附
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で

以
上
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
、
劾
獄
の
断
片
を
集
成
し
、
漢
簡
の
書
類
の
通
例
に
則
っ
て
慢
の
配
列
を
考
え
、
年
代
順
に
並
べ
た
の
が
、
次
節

の

at--
に
至
る
九
種
類
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ

T
ル
は
、
書
類
の
用
途
に
印
し
て
、
被
弾
劾
者
の
名
前
と
肩
書
き
を
採
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
分
け
を
し
て
み
る
と
、

各
グ
ル
ー
プ
の
中
に
極
め
て
よ
く
似
た
文
言
が
二
回
ず
つ
現
れ
る
。

」
れ
は
-
「
劾
」

と

「
朕
」
が
、
事
質
上
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
分
だ
け
中
身
が
理
解
し
や
す
く
な
る
が
、
そ
の
反
面
、

簡
の
配
列
を
一
義
的
に
決
め
る
の
は
非
常
に
困
難
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
次
節
に
あ
げ
る
グ
ル

ー
プ
は
、
劾
肢
の
書
式
と
書
か
れ
た
内
容
に
留

- 9ー

意
し
た
集
成
で
あ
り
、
加
害
の
復
元
で
は
な
い
。

(2) 

劾

肢

の

事

例

a 

土
吏
濡
匡
(
建
武
五
年
五
月
)

33 

建
武
五
年
五
月
乙
亥
朔
丁
丑
、
主
官
令
史
語
敢
言
之

謹
移
劾
朕
一
編
、
敢
言
之

(
四
五

O〉

E
P
T
六
八

34 

E
P
T
六
八
二
一
(
四
五

O〉

35 

甲
渠
塞
百
石
土
吏
、
居
延
安
園
里
公
乗
鴻
匡
、
年
舟
二
歳
、
始
建
園
天
鳳
上
戊
六
年

三
月
己
亥
除
、
署
第
四
部
、
病
放
短
気
、
主
亭
陸
七
所
、
肝
呼

E
P
T
六
八
日
五
〈
四
五

O
)

E
P
T
六
八
日
四
〈
四
五

O
)

36 37 

(
一
簡
飲
。
参
考
リ

E
P
T
四
八
日
入
「
肝
呼
不
徐
治
、
案
巌
軟
弱
不
任
候
望
吏
」
)

七
月
口
口
除
、
署
除
四
部
土
吏
、
口
匡
軟
弱
不
任
吏
職
、
以
令
斥
克

E
P
T
六
八
日
六
〈
四
五
一

一)
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39 38 

-
欣
辞
。
公
乗
、
居
延
提
汗
里
、
年
間
九
歳
、
姓
夏
侯
氏
、
震
甲
渠

候
官
斗
食
令
史
、
署
主
官
以
主
領
吏
備
盗
賊
震
職
。
士
吏
祷
匡
、

始
建
園
天
鳳
上
戊
六
年
七
月
壬
辰
除
、
署
第
十
部
土
吏
。
案
匡

E
P
T
六
八
日
九
(
四
五
一
〉

E
P
T
六
八
一
一

O
(四
五
一

一)

E
P
T
六
八

(
四
五
一
)

40 41 

軟
弱
不
任
吏
職
、
以
令
斥
克

E
P
T
六
八
日
一
二
(
四
五
一
一
)

E
P
T
六
八
ぃ
七
〈
四
五

一
)

E
P
T
六
八
一
八
(
四
五
一

一)

五
月
丁
丑
、
甲
渠
守
候
博
、
移
居
延
、
潟
移
如
律
令

E
P
T
六
八
二
二
(
四
五

O
)

a
は
、
採
り
上
げ
た
グ
ル
ー
プ
の
中
で
年
代
の
最
も
早
い
例
だ
が
、
簡
の
歓
落
が
あ
る
。
内
容
と
書
類
の
成
り
立
ち
に
も
問
題
が
あ
り
、
典

42 

建
武
五
年
五
月
乙
亥
朔
丁
丑
、

主
官
令
史
諦
劾
移

43 

居
延
獄
、
以
律
令
従
事

44 

/
擦
語

型
例
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

b 

第
四
守
候
長
原
憲
(
建
武
五
年
九
月
〉

45 

建
武
五
年
九
月
笑
酉
朔
壬
午
、
令
史
立
敢
言
之
、
謹
移
劾

=
朕
図

46 

遁
九
月
庚
辰
、
甲
渠
第
四
守
候
長
、
居
延
市
陽
里
上
造
原
憲
、
興
主
官

47 

夏
侯
認
争
言
闘
、
憲
以
所
帯
創
耳
、
撃
傷
語
、
旬
一
所
康
二
寸

48 

長
六
寸
、
深
至
骨
、
憲
帯
剣
、
持
官
六
石
具
湾

一・

菓
矢
銅
鍛
十
一

枚
、
持
大

49 

口
裏
一
、
盛
糖
三
斗
、
米
五
斗
、
騎
馬
蘭
越
隆
南
塞
天
田
出
。
案
、
憲
闘
傷
、

50 

盗
官
兵
、
持
禁
物
、
関
越
子
溢
闘
倣
亡
、
逐
捕
未
得
、
官
案
験
未
寛

図
上
造
、
居
延
累
山
里
、
年
柑
八
歳
、
姓
周
氏
、
建
武
五
年
八
月
中
、
除
魚
甲

51 52 

渠
官
斗
食
令
史
、
備
冠
虜
盗
賊
魚
職
。
至
今
月
八
日
、
客
民
不
審

53 

図
譲
、
持
酒
来
週
候
飲
、
第
四
守
候
長
原
憲
詣
官
、
侯
賜
憲

・
主
官
爵
等
酒
、
酒
量
、
譲
欲
去
、

E
P
T
六
八
一
一
三
(
四
五
一
)

- 10ー

E
P
T
六
八
二
一
四
(
四
五
三
〉

E
P
T
六
八
日
二

O
(四
五
二
)

E
P
T
六
八

(
四
五
二
)

E
P
T
六
八

日
二
二
(
四
五
三
)

E
P
T
六
八
一
二
三
(
四
五
一
二
)

E
P
T
六
八

一
一
六
(
四
五
二
)

E
P
T
六
八
υ

一
七
(
四
五
ニ
)

E
P
T
六
八

日
一
八
(
四
五
二
〉
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54 

E
P
T
六
八
日
一
九
(
四
五
二
〉

候
復
持
酒
、
出
之
堂
埋
上
、
飲
再
行
、
酒
量
皆
起
、
譲
興
候
史
侯
口
図

55 

人
、
詩
興
憲
争
言
闘
、
憲
以
剣
撃
傷
語
旬
一
所
、
騎
馬
馳
南
去
、
候
聞
時
興
令
史

立
等
逐
捕
、
到
憲
治
所
不
能
及
、
験
問
耀
長
王
長
、
欝
日
、
憲
帯
剣
持
官
怒
っ
一
・
箭
十
一
枚
・
大

E
P
T
六
八
二
一
五
(
四
五
三
〉

56 

E
P
T
六
八
日
二
六

A
〈
四
五
二
)

57 

E
P
T
六
八
二
一
七
(
四
五
三
)

革
藁
一
、
盛
精
三
斗
・
米
五
斗
、
騎
馬
蘭
越
耀
南
塞
天
田
、
出
西
南
去
、
以
此
知
市

58 

E
P
T
六
八
二
一
入
〈
四
五
三
〉

劾
、
無
長
吏
教
使
劾
者
、
朕
具
此
。

59 

E
P
T
六
八
日
一
四
(
四
五
二
〉

建
武
五
年
九
月
美
酉
朔
壬
午
、
甲
渠
令
史

獄
、
以
律
令
従
事

劾
、
移
居
延

E
P
T
六
八
一
一
五
(
四
五
二
〉

60 61 

九
月
壬
午
、
甲
渠
候
口
移
居
延
、
寓
移
書
到
如
律
令
/
令
史
立

E
P
T
六
八
日
七
九
(
四
五
九
〉

b
は
す
で
に
鷹
取
祐
司
氏
が
採
り
上
げ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
配
列
は
少
々
異
な
る
。
こ
の
書
類
は
全
韓
が
「
劾
拭
一
一
編
」
で
あ
り
、

附
・
報
告
者
の
名
・
書
類
の
タ
イ
ト
ル
を
含
む
訪
を
官
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
書
類
に
な
ら
な
い
。
日

i
印
が
本
文
の
締
め
く
く
り
で
、

日

-11ー

」
の
書

類
が
居
延
牒
の
獄
に
宛
て
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
に
臼
を
附
加
し
て
、
甲
渠
候
官
か
ら
居
延
鯨
へ
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
公
的
機

閥
の
聞
で
送
達
さ
れ
る
正
式
な
公
文
書
と
な
る
。

本
文
は
必
J
印
が
弾
劾
の
訴
扶
で
あ
る
「
劾
」
、

「劾」

で
は
事
件
の
詳
細
を
記
し
た
あ

日
l
坊
が
そ
れ
を
謹
言
す
る

「枠制山」

に
あ
た
る
。

と
、
却
の
「
案
」
以
下
で
弾
劾
に
一
該
嘗
す
る
要
件
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の
事
例
で
は
、

「
案
」
の
前
に
黒
丸
を
つ
け
て
、

は
っ
き
り
と

匿
切
る
こ
と
が
多
い
。

「
朕
」
の
部
分
は
、

「
劾
」
と
は
簡
を
別
に
し
て
、
通
常
「
.
賦
鮮
日
」
で
始
め
ら
れ
る
が
、

日
で
は
そ
の
部
分
が
依
損
し
て
い
る
。
「
朕
」

u
l日
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
此
を
も
っ
て
知
り
て
劾
す
。

長
吏
の
劾
せ
し
む
る
こ
と
な
し
。
肢
は
此
に
具
す
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
で
結
ぼ
れ
る
。
誇
せ
ば
、

は
愛
書
な
ど
と
同
様
、
謹
言
者
の
名
豚
爵
里
と
肩
書
き
、
職
務
内
容
か
ら
始
ま
り
、

「
こ
う
し
て
以
上
の
こ
と
を
知
り
、
こ
こ

に
弾
劾
い
た
し
ま
す
。

上
司
に
教
唆
さ
れ
て
弾
劾
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に

「朕」

以
上
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」

と
な
る
。



444 

は
、
直
接
に
弾
劾
し
た
者
自
身
の
謹
言
で
あ
り
、

「
劾
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
を
持
つ

の
も
嘗
然
で
あ
る
。

事
件
は
、
甲
渠
郵
侯
を
訪
問
し
た
客
人
と
酒
盛
り
を
し
た
際
に
、
第
四
守
候
長
の
原
憲
と
主
官
令
史
の
夏
侯
需
が
喧
嘩
を
し
、
原
憲
が
夏
侯

諦
に
傷
を
負
わ
せ
て
逃
走
し
た
と
い
う
も
の
。
馬
に
騎
っ

て
逃
走
す
る
途
中
、
原
憲
は
自
分
の
部
署
に
立
ち
寄
っ
て
湾
と
矢
、
食
糧
を
取
っ

て

い
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
日

l
u
に
、
燈
長
王
長
を
験
問
し
た
「
酔
」
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
原
憲
は
暴
行
傷
害
、
兵
器
の

禁
止
さ
れ
た
物
品
(
武
器
あ
る
い
は
馬
〉
の
持
ち
出
し
、

遁
開
を
不
正
に
・越
え
た
こ
と
の
四
黙
に
つ
い
て
、

た
。
た
だ
し
聾
劾
の
時
貼
で
原
憲
は
逃
亡
中
の
た
め
「
案
験
未
寛
」
、
す
な
わ
ち
原
憲
を
逮
捕
尋
問
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

構
盗
、

弾
劾
さ
れ
る
こ
と
と
な
司

c 

候
長
王
褒

(
建
武
五
年
十
二
月
)

62 

遁
今
月
十
一
日
辛
巳
日
且
入
時
、
胡
虜
入
甲
渠
木
中

腿
塞
天
田
、
攻
木
中
燈

=、

陵
長
陳
陽
魚
翠
綾
上
二

薬
、
鳩
上
大
表
一

、
燭

一
積
薪
。
城
北
陣
地
助
吏
李
丹

E
P
T
六
八
日
八
五
〈
四
五
九
〉

E
P
T
六
八
日
八
一
一
一
(
四
五
九
〉

E
P
T
六
八

一
八
四
(
四
五
九
)

63 

- 12ー

64 65 

候
室
、
見
木
中
燈
有
煙
、
不
見
蒸
。
候
長
王
褒
即
使

E
P
T
六
八
日
八
六
〈
四
五
九
)

66 

丹
騎
騨
馬

一
匹
馳
佳
、
逆
鮮
未
到
木
中
耀
里
所
、
胡
虜
四
歩
入

従
河
中
出
、
上
岸
逐
丹
、
虜
二
騎
従
後
来
共
圏
、
遮
略
得
丹
及
所
騎

E
P
T
六
八

日
八
八
〈
四
六

O
)

E
P
T
六
八

日
八
七
(
四
六

O
〉

67 68 

騨
馬
持
去

0.案
、
褒
典
主
而
撞
使
丹
乗
用
騨
馬
、

E
P
T
六
八
一
八
九
(
四
六

O
)

69 

魚
虜
所
略
得
、
失
亡
馬
、

E
P
T
六
八
一
九

O
(四
六

O
)

70 

褒
不
以
時
熔
翠
、
而
事
綾
上
一
萱
火

・
熔
一
積
薪
、
熔
奉
不

E
P
T
六
八
一
九

(
四
六

O〉

71 

n
H
3
口
h
et

-計
M
戸

E
ロ
島
小

E
P
T
六
八

一
九
二
(
四
六

O
)

不
憂
事
法
。

72 

-
欣
酔
目
、
上
造
、
居
延
累
山
里
、
年
柑
八
歳
、
姓
周
氏
、
帰

E
P
T
六
八
一
九
三

(
四
六
O
)

73 

甲
渠
候
官
斗
食
令
史
、
以
主
領
吏
備
冠
虜
震

E
P
T
六
八
日
九
四
(
四
六

O
〉
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74 

E
P
T
六
八
日
九
五
(
四
六

O
〉

職
。
遁
今
月
十
一
日
辛
巳
日
且
入
時
、
胡
虜
入
木
中

腿
塞
天
回
、
攻
木
中
媛
、
燈
長
陳
陽
潟
家
族
上
二
薬
、
鳩
上

E
P
T
六
八
日
九
六
(
四
六
一
〉

75 76 

E
P
T
六
八
日
九
七
(
四
六
一
〉

大
表
一
、
蝿
一
積
薪
。
城
北
耀
助
吏
李
丹
候
望
、
見

木
中
健
口
口
図
口
口
候
長
王
褒
師
使
丹
騎
騨

E
P
T
六
八
日
九
八
(
四
六
一

一)

77 78 

馬
一
匹
馳
口
口
図
里
所
胡
虜
四
歩
入
従

E
P
T
六
八
日
九
九
〈
四
六
一
)

79 

E
P
T
六
八
日
一

O
O
(四
六
一
)

図
得
丹
及
所
騎
騨
馬

80 

E
P
T
六
八
日
一
一
九
(
四
六
三
〉

持
去
図

81 

図
口
丹
乗
用
騨
馬
図

E
P
T
六
八
日
一

O

(
四
六
一
)

82 

虜
所
略
図

E
P
T
六
人
口
一
一
八
(
四
六
三
)

- 13ー

口
良

84 83 

図
口
奉
候
上
一
宜
火
図

建
武
五
年
十
二
月
辛
未
朔
戊
子
、
令
史

E
P
T
六
八
日
一

O
二
(
四
六
一
)

劾
持
褒

E
P
T
六
八
一
八

(
四
五
九
)

85 

詣
居
延
獄
、
以
律
令
従
事

E
P
T
六
八
日
八
二
〈
四
五
九
)

c
は
冒
頭
の
日
附
・

タ
イ
ト
ル
、
末
尾
の
甲
渠
候
官
か
ら
居
延
蘇
へ
の
迭
達
肢
を
歓
く
ほ
か
、
献
辞
の
後
宇
部
分
に
残
依
が
多
く
、
結
び
の

決
ま
り
文
句
も
見
え
な
い
。
事
件
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
、
旬
奴
が
侵
入
し
て
木
中
憶
を
攻
撃
し
た
た
め
、
木
中
憶
が
規
定
の
信
読
を
迭
っ

た
が
、
信
披
の
一
部
が
確
認
で
き
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
候
長
の
王
褒
が
、
城
北
耀
の
助
吏
李
丹
に
、
騨
馬
に
騎
っ
て
朕
況
確
認
に
行
か
せ
た
。

し
か
し
李
丹
は
木
中
燥
に
到
着
す
る
前
に
旬
奴
に
捕
ま
り
、
馬
と
と
も
に
社
致
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
は
木
中
健
か
ら
よ
く
見
え
た
ら
し
く
、
詳

し
く
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
王
褒
は
騨
馬
の
不
正
使
用
、
馬
を
旬
奴
に
取
ら
れ
た
こ
と
、
信
競
停
達
の
規
定
違
反
に
関
わ
れ
、
弾
劾
さ

れ
た
。
こ
の
劾
肢
は
王
褒
の
身
柄
と
と
も
に
居
延
鯨
の
獄
に
迭
ら
れ
て
い
る
。
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d 

燈
長
王
傘
(
建
武
五
年
十
二
月
〉

86 

建
武
五
年
十
二
月
辛
未
朔
乙
未
、
第
十
候
長
口
敢
言
之
、
謹

E
P
T
六
八
一
一
七
九
〈
四
六
七〉

E
P
T
六
八
日
一
六
一
二
(
四
六
六
)

E
P
T
六
八
日
一
六
四
〈
四
六
六
)

88 87 

移
劾
欣
一
編
、
敢
言
之
。

遁
十
二
月
甲
午
、
第
十
三
助
吏
高
沙
隊
長
居
延
閥
都
里
王
争
、

89 

醤
作
治
燈
斬
幡
、
部
候
長
王
良
数
告
傘
、
趣
作
治
幡
、

E
P
T
六
八
日
一

六
七

(
四
六
六
〉

90 

傘
日
、
未
作
治
、
良
嘗
勝
争
図

E
P
T
六
八
一
一
六
八
〈
四
六
六
〉

(
四
六
七
)

91 

図
像
装
先
出
之
燈

E
P
T
六
八
一
一
七

一

92 

中
堂
上
、
取
創
盾
之
除
外
、
良
惰
後
出
、
傘
謂
良
日
、
言
図

E
P
T
六
八
一
一
六
九
(
四
六
六
)

E
P
T
六
八
日

一
七
O
(四
六
七
)

- 14ー

93 

所
服
若
取
剣
良
即
取
所
図

94 

相
撃
、
隼
撃
傷
良
頭
四
所
、
其
一
所
創
衰
三
寸

図
取
良
馬
、
騎
之
第
十
候
長
越
彰
所
、
事
獄

図
白
出
口
図

図
十
五
隆
傘
署
図

E
P
T
六
八
日

一
七
二
(
四
六
七
〉

E
P
T
六
八
日
一
七
四

(
四
六
七
)

95 96 

E
P
T
六
八
日
一
六
一

(
四
六
六
)

E
P
T
六
八
日
一
七
三
(
四
六
七
)

97 98 

図
吏
.
案
、
傘
以
豚
官
事
、
賊
傷
排

E
P
T
六
八
一
一
七
七
(
四
六
七
)

100 99 

図
吏
盗
良
馬

E
P
T
六
八
一
一
七
六
(
四
六
七
〉

職
以
令
斥
克

E
P
T
六
八
一
一
七
八
(
四
六
七
)

(
「
朕
酔
日
:
:
:
」
の
一
簡
歓
)

1
 

0
 

1
 
趨
氏
、
篤
甲
渠
候
長
、
署
第
十
部
、
以
主
領
吏
迩
候
備
冠

虜
盗
賊
震
職
。
遁
十
二
月
図

E
P
T
六
八
一
一
六
五

(
四
六
六
)

E
P
T
六
八
日
一
六
六
(
四
六
六
〉

1
 

0
 

1
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1
 

0
 

1
 
図
午
、
第
十
三
助
吏
高
沙
陵
長

(
四
六
七
〉

E
P
T
六
八
日
一
八

4
 

0
 

1
 
図
蛍
作
治
燈
斬
幡
図

図
部
候
長
王
良
口
口
口
図

E
P
T
六
八
日
一
八
二
(
四
六
七
)

5
 

0
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
八
三
〈
四
六
七
)

6
 

0
 

1
 
治
幡
、
傘
日
未
作
治
、
良
嘗
賂
傘
詣
官
、
写
褒
先
亡

之
燈
中
堂
上
、
取
創
盾
、
之
隆
外
、
良
惰
後
出
、
傘
謂

良
日
、
言
多
所
服
、
若
口
剣
、
良
聞
取
所
帯
剣
、
品
守
口

E
P
T
六
八
日
一
八
四
(
四
六
七
〉

7
 

0
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
八
五
(
四
六
八
〉

1
 

0
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
八
六
(
四
六
八
)

9
 

0
 

1
 
図
口
相
撃
、
隼
撃
傷
良

頭
四
所
、
其
一
所
創
裏
三
寸
、
三
所
創
蓑
二
寸
牛
、
皆
庚
三
分
、
深
至
骨
、

E
P
T
六
八
日
一
八
七
(
四
六
八
〉

。l l 

良

E
P
T
六
八
日
一
八
八
(
四
六
人
)

1
 

1
 

1
 
図
取
良
馬
、
騎
之
第
十
候
長
越
彰

E
P
T
六
人
口
一
八
九
〈
四
六
八
)

-15 -

1
 

1
 

1
 
所
、
事
朕
白
出
於
口
図

北
走
奏
第
十
五
陸
、
品
等
図

図
案
傘
以
腕
肺
官
事
、
賊
傷
排
治
図

E
P
T
六
八
一
一
九
三
(
四
六
八
)

1
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
一
一
九

O
(四
六
八
〉

』--

E
P
T
六
八
日
一
九
一

(
四
六
八
〉

i
 

l
 

l
 
図
口
吏
、
盗
良
馬
口
図

E
P
T
六
八
一
一
九
二
(
四
六
人
〉

6
 

1
 

1
 
建
武
五
年
十
二
月
辛
未
朔
乙
未
、
第
口
図

E
P
T
六
八
日
一
六
二
(
四
六
六
)

1
 

l
 

l
 
彰
劾
峨
府
特
守
口
図

E
P
T
六
八
日
一
七
五
〈
四
六
七
)

1
 

1
 

1
 

図
居
延
獄
以
律
従
事
図

E
P
T
六
八
一
一
八

O
(四
六
七
)

d
は
や
は
り
内
容
に
残
歓
が
多
く
、
末
尾
の
迭
達
扶
を
依
く
が
、

「
劾
」
と
「
朕
」
を
彼
此
参
照
す
る
と
、
傷
害
事
件
の
概
要
が
推
測
で
き

る
。
高
沙
燈
長
の
王
傘
が
、
再
三
の
作
業
命
令
に
従
わ
な
い
た
め
、
上
司
の
候
長
王
良
が
、
恐
ら
く
は
正
式
な
慮
罰
を
す
る
た
め
に
、
彼
を
候

王
隼
は
こ
れ
を
逃
れ
、
剣
と
盾
を
取
っ
て
外
に
出
た
。
こ
れ
を
追
っ
て
行
っ
た
王
良
に
、
王
隼
は
「
今
ま
で
は

官
に
連
れ
て
行
こ
う
と
し
た
。
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言
う
こ
と
を
聞
い
て
き
た
が
」
と
ば
か
り
斬
り
か
か
り
、
傷
を
負
わ
せ
た
。
そ
の
後
一
旦
は
王
良
の
馬
で
逃
走
し
た
が
、
第
十
候
長
の
越
撃
の

も
と
に
自
首
し
て
来
た
。
趨
彰
は
そ
の
こ
と
を
第
十
五
障
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
劾
肢
を
作
成
し
て
、

の
獄
に
迭
っ
た
。

王
傘
の
身
柄
を
伴

っ
て
居
延
賑

こ
の
劾
肢
は
、
最
後
に
王
命
の
身
柄
を
押
さ
え
た
趨
彰
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
越
彰
自
身
が
事
件
の
現
場
に
居
あ
わ
せ
た
わ
け
で

か
な
り
詳
細
に
記
さ
れ
た
事
件
の
い
き
さ
つ
は
、
王
舎
か
王
良
か
ら
聴
取
し
た
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
の
法
的
規

十
品
工

、
o

'r・ナ
J

】
V

準
で
言
え
ば
、
も
と
も
と
越
彰
に
は
謹
言
能
力
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
劾
肢
の
作
成
が
か
な
り
形
式
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

だ
け
で
な
く
、
弾
劾
と
い
う
行
魚
が
、
事
件
の
直
接
の
嘗
事
者
以
外
の
官
吏
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

e 

燈
長
王
長
(
建
武
六
年
正
月
)

ーl
 

l
 
建
武
六
年
図
月
辛
丑
朔
笑
丑
、
令
史
嘉
敢
言
之
、

E
P
T
六
八

・
ご
ニ
四

(
四
六
四
)

- 16ー

。1 1 
謹
移
劾
献
一
編
、
敢
言
之
。

E
P
T
六
八
一
二
二
五
(
四
六
四
)

1
 

1
 

1
 
図
年
九
月
九
日
、
甲
渠
第
四
総
長
居
延
卒
明
里
王
長

E
P
T
六
八
日
一
四
二
(
四
六
五
)

1
 

1
 

1
 
図
口
十
三
日
不
還
.
案

E
P
T
六
八
一
一
四
八
(
四
六
五
)

1
 

1
 

1
 
図
長
因
亡
霊
今
年
図

正
月
十
三
日
図

図
十
三
日
積
五
口
図

(
四
六
五
)

4
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
ぃ
一
四
五
(
四
六
五
)

E
P
T
六
八
日
一
四
四
(
四
六
五
〉

5
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
五

6
 

1
 

l
 
長
吏
無
告
劾
亡
、

不
憂
事
迭
、

逐
捕
未
得
、
官

E
P
T
六
八

日
一
四
三
(
四
六
五
〉

7
 

1
 

1
 
案
験
未
図

E
P
T
六
八
ぃ
一
四
七
(
四
六
五
)

1
 

1
 

1
 
-
吠
酔
。
公
乗
、
居
延
中
宿
里
、
年
五
十
八
歳
、
姓
張
氏
、
局
甲
渠

侯
官
斗
食
令
史
、
備
盗
賊
図
職
、
五
年
九
月
九
日
、
第
四

E
P
T
六
八

一
二
ニ
九

(
四
六
五
)

。
1
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
四

O
(四
六
四
)
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0
 

3
 

1
 

陵
長
王
長
興
守
塞
図

E
P
T
六
八
日
一
四

(
四
六
四
)

1
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
日
二
二
九
〈
四
七
一
〉

正
月
十
図

1
 

1
 

1
 
図
不
還
.
案
図

E
P
T
六
八
日
一
四
六
〈
四
六
五
〉

1
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
五
四
(
四
六
五
)

図
長
吏
無
告
劾
亡
図

図
事
遁
、
逐
捕
未
得
、
官

E
P
T
六
八
日
一
五
三
(
四
六
五
〉

4
 

1
 

1
 

5
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
五
二
(
四
六
五
)

案
験
未
寛
、

6
 

3
 

1
 

E
P
T
六
八
一
一
五
五
(
四
六
五
〉

図
以
此
知
而
劾
、
無
長
吏
使
劾

1
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
五
六
(
四
六
五
〉

者
、
賦
具
此

図

1
 

1
 

1
 
建
武
六
年
正
月
辛
丑
朔
葵
丑
、
令
図

図
史
嘉
図

図
獄
以
律
令
従
事

E
P
T
六
八
日
一
一
一
一
七
(
四
六
回
〉

-17 -

9
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
五
八
ハ
四
六
五
〉

0
 

4
 

1
 

E
P
T
六
八
日
一
五
九
(
四
六
六
〉

1
 

4
 

1
 

正
月
笑
丑
、
甲
渠
守
候

E
P
T
六
八
日
二
ニ
六
〈
四
六
四
)

移
居
延
図
潟
移
如
律
令
、
嫁
諌

・
令
史
嘉

e
は

脱

走

し

た

耀

長

の

弾

劾

で

あ

る

。

正

月

の

時

黙

で

弾

劾

に

踏

み

切

っ

て

い

る
。
未
開
、
蓮
の
積
算
日
数
が
あ
る
限
度
を
越
え
た
も
の
か
。
弾
劾
の
要
件
で
あ
る
「
長
吏
告
劾
な
く
し
て
亡
ぐ
」
と
は
、
責
任
あ
る
吏
員
が
、

す
で
に
前
年
の
九
月
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、

告
裂
も
受
け
て
い
な
い
の
に
逃
亡
し
た
と
い
う
こ
と
。
奮
居
延
筒
三
六
'
二
へ
A
お
)
に
「
図
十
五
日
、
令
史
宮
移
牛
籍
大
守
府
、
求
祭
不
得

築
、
吏
母
告
劾
亡
、
満
一
一
一
日
五
日
以
上
」
と
あ
る
。

「
吏
、
告
劾
な
く
し
て
亡
」
げ
た
「
築
」
な
る
人
物
を
捜
索
し
た
記
録
で
あ
る
。
検
問
然
、

弾
劾
の
時
貼
で
王
長
は
逃
亡
中
で
あ
り
、

「
逐
捕
す
る
も
未
だ
得
ず
」
、

「
案
験
未
寛
」
の
ま
ま
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

亭
長
王
閤
等
(
建
武
六
年
三
月
)

q

，
 

』1
 
建
武
六
年
三
月
庚
子
朔
甲
辰
、

E
P
T
六
八
日
五
四
(
四
五
六
〉

不
侵
守
候
長
業
敢
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3
 

4
 

1
 
言
之
、
謹
移
劾
献
一
編
、
敢
言
之
。

E
P
T
六
λ
日
五
五
(
四
五
六
〉

4
 

4
 

1
 
遁
今
月
三
日
壬
寅
、
居
延
常
安
亭
長
王
関
・
子
男
同
・
攻
虜
亭
長
越

E
P
T
六
八

一
五
九
(
四
五
六
)

i
 

t
 

1
 

6
 

4
 

1
 

常
、
及
客
民
越
関

・
活
翁
一
等
、

五
人
倶
亡
、
皆
共
盗
官
兵
、

E
P
T
六
八

一
六
O
(四
五
七
〉

戚
千
銭
以
上
、

E
P
T
六
八
日
六

(
四
五
七
)

1
 

4
 

1
 
万
創
及
鍛
各

叉
各
持
錐
・
小
尺
白
万
・
能
各
一
、
蘭
越
甲
渠
蛍

E
P
T
六
八
一
六
二
(
四
五
七
)

1
 

4
 

1
 
曲
燈
塞
従
河
水
中
天
田
出
。

O
案
、
常
雄
一
寸
持
禁
物
、

蘭
越
塞
子
遁
闘
倒
、
逐
捕
未
得
、
官
案
験
未
寛
。

E
P
T
六
八
一
六
三
(
四
五
七
)

9
 

4
 

1
 

E
P
T
六
八
日
六
四
(
四
五
七
〉

。i 
l
 
-
朕
僻
目
、
公
乗
、
居
延
中
宿
里
、
年
五
十
一
歳
、
姓
陳
氏
、

E
P
T
六
八
日
六
八
(
四
五
七
)

1
 

5
 

1
 
今
年
正
月
中
、
府
補
業
守
候
長
、
署
不
侵
部
、
主
領
吏

- 18ー

E
P
T
六
八
日
六
九
〈
四
五
七
)

1
 

3
 

1
 
迩
候
備
冠
虜
盗
賊
箆
職
、
遁
今
月
三
日
壬
寅
、
居
延
常
安
亭
長

E
P
T
六
八

日
七

O
(四
五
人
)

3
 

5
 

1
 
王
閤

・
閤
子
男
同
・
攻
虜
亭
長
超
常
、
及
客
民
越
閤

・
花
翁
等
、

E
P
T
六
八
日
七

(
四
五
八
)

4
 

5
 

1
 

五
人
倶
亡
、
皆
共
盗
官
兵
、
戚
千
銭
以
上
、
柏
市
大
万
剣
及
鍍
各
一
、

E
P
T
六
八
日
七
二
〈
四
五
八
)

5
 

5
 

l
 
叉
各
持
錐

・
小
尺
白
万

・
儀
各
一
、
蘭
越
甲
渠
嘗
曲
耀
塞
、
従
河

E
P
T
六
八
日
七
三
〈
四
五
八
〉

6
 

3
 

1
 
水
中
天
田
出
。
案
、
常
等
持
禁
物
、
蘭
越
塞

E
P
T
六
八
日
七
回
(
四
五
八
)

1
 

3
 

1
 
子
漫
閥
側
、
逐
捕
未
得
、
官
案
験
未
寛
、
以
此

E
P
T
六
八
日
七
五
(
四
五
八
)

1
 

1
 

1
 
知
而
一
劾
、
無
長
吏
使
劾
者
、
朕
具
此
。

E
P
T
六
八

日
七
六
〈
四
五
八
)

E
P
T
六
八
・
五
七
(
四
五
六
)

9
 

5
 

1
 
建
武
六
年
三
月
庚
子
朔
甲
辰
、

不
侵
守
候
長
業
劾
移

0
 

6
 

l
 
居
延
獄
、
以
律
令
従
事
。

E
P
T
六
八

一
五
人
(
四
五
六
〉

1
 

6
 

1
 
三
月
己
酉
、
甲
渠
守
候

移
居
延
、
寓
移
如
律
令

/
嫁
語
令
史
嘉

E
P
T
六
八

日
五
六
〈
四
五
六
〉
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f
は
鷹
取
祐
司
氏
も
採
り
上
げ
て
い
る
。
居
延
牒
の
亭
長
二
人
を
含
む
五
人
が
、
官
の
兵
器
を
持
っ
て
、
溢
塞
を
不
正
に
越
境
し
て
逃
亡
し

た
と
い
う
事
件
。
こ
れ
を
不
侵
守
候
長
が
告
護
し
た
の
は
、
逃
亡
者
の
越
境
地
賠
の
警
備
を
管
轄
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
劾

肢
に
は
、
逃
亡
時
の
所
持
口
聞
な
ど
の
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る
。
告
護
者
が
直
接
に
は
知
り
得
な
か
っ
た
は
ず
の
情
報
も
、
他
の
人
聞
か
ら
入
手

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

g 

新
占
民
趨
良
(
建
武
六
年
四
月
〉

1
 

6
 

1
 
建
武
六
年
四
月
己
巳
朔
戊
子
、
甲
渠
守
候
長
昌
林

E
P
T
六
八
日
二
九
〈
四
五
四
)

1
 

6
 

1
 
敢
言
之
、
謹
移
劾
朕
一
編
、
敢
言
之
。

E
P
T
六
八
日
三

O
(四
五
四
)

4
 

6
 

1
 
遁
四
月
戊
子
、
新
占
民
居
延
臨
仁
里
口
図

E
P
T
六
八
日
四
七
〈
四
五
五
)

5
 

5
 

1
 
食
、
之
居
延
博
望
亭
部
、
採
胡
子
、
其
口
図

E
P
T
六
八
日
四
八
(
四
五
五
〉
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6
 

6
 

1
 

E
P
T
六
八
日
四
九
(
四
五
五
)

中
、
夜
行
迷
渡
河
図

1
 

6
 

1
 
出
、
案
良
図

迩
候
備
盗
賊
冠
虜
信
用
職
、
遁
丁
亥
、
新
占
民
居
延
臨
仁
里

趨
良
蘭
越
塞
、
験
問
良
欝
日
、
今
月
十
八
日
、
母
所
食
、
之
居
延
博
望
亭

E
P
T
六
八
日
五

O
(四
五
五
)

1
 

5
 

1
 

E
P
T
六
八
日
三
五
(
四
五
四
〉

9
 

6
 

1
 

E
P
T
六
八
日
三
六
(
四
五
四
)

。7 1 
部
、
采
胡
子
、
其
莫
日
入
後
、
欲
還
蹄
邑
中
、
夜
行
迷
河
河

E
P
T
六
八
一
三
七
(
四
五
五
)

1
 

1
 

1
 
蘭
越
甲
渠
却
遁
耀
北
塞
天
田
出
、
案
良
蘭

E
P
T
六
八
日
三
八
(
四
五
五
〉

1
 

7
 

1
 
越
塞
天
国
出
入
、
以
此
知
而
劾
、
無
長
吏
使
劾
者
、
賦
具

E
P
T
六
八
一
三
九
(
四
五
五
)

1
 

7
 

1
 
此

E
P
T
六
八
日
四

O
(四
五
五
)

4
 

7
 

1
 
建
武
六
年
四
月
己
巳
朔
己
丑

E
P
T
六
八

(
四
五
四
)

甲
渠
候
長
昌
林
劾
将

1
 

1
 

1
 
良
詣
居
延
獄
、
以
律
令
従
事

E
P
T
六
八
二
三
一
(
四
五
回
〉
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四
月
己
丑
甲
渠
守
候

E
P
T
六
八
一
三
三
(
四
五
四
〉

6
 

7
 

1
 

移
居
延
篤
移
如
律
令

「
新
占
民
」
の
趨
良
な
る
者
が
、
食
用
の
植
物
を
採
っ
て
い
て
、
夜
間
道
に
迷
い
、
誤
っ
て
天
田
を
越
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件

し
か
し
こ
の
劾
朕
に
は
理
解
し
が
た
い
貼
が
多
い
。
ま
ず
、
官
吏
で
は
な
く
民
間
人
が
弾
劾
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
推

g
は、

で
あ
る
。

測
だ
が
、
軍
事
境
界
線
は
軍
隊
の
管
轄
で
、
そ
の
筈
備
の
規
定
は
軍
令
に
属
す
る
た
め
、
民
間
人
が
違
反
し
て
も
、

ま
ず
は
弾
劾
と
い
う
手
植

き
で
書
類
が
作
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
は
日
附
の
問
題
で
あ
る
。

川
J
川
に
見
え
る
よ
う
に
、
越
良
が
道
に
迷
っ
て
捕
ま
?
た
の
は
四
月
一
八
日
丁
亥
の
夜
、
候
長
昌
林
が一
劾
朕

を
作
成
し
た
の
は
、

山
に
見
え
る
よ
う
に
翌
日
の
戊
子
、
そ
し
て
山
・
川
に
よ
れ
ば
、
昌
林
が
候
官
裂
の
公
文
書
と
な
ア
た
一
劾
肢
を
携
え
て
越

良
を
居
延
豚
に
連
行
し
た
の
は、

さ
ら
に
翌
日
の
己
丑
の
こ
と
だ
?
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
逼
常
、

川
と
川
の
日
附
は
一
致
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

- 20ー

1
 

1
 

1
 
建
武
六
年
四
月
己
巴
朔
己
丑
、
令
口
図

(
四
五
五
)

E
P
T
六
八
日
四

1
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八

一
四
二
(
四
五
五
)

一
編
、
敢
言
之

9
 

7
 

1
 
-
朕
僻
目
、
公
乗
、
居
延
宿
中
里
図

E
P
T
六
八
日
四
四
(
四
五
五
)

0
 

1
 

1
 
令
史
、
以
主
領
吏
備
窟
図

E
P
T
六
八

・
四
五
〈
四
五
五
)

1
 

1
 

1
 
-
賦
酔
皆
日
名
鰐
牒
里
、
年
姓
官
職
、
各
如
律
。
皆
口

E
P
T
六
八
二
二
四
(
四
五
四
)

1
 

1
 

1
 
四
月
己
丑
甲
渠
守
候

E
P
T
六
八
一
四
三
(
四
五
五
)

移
居
延
図

以
律
令
従
事

E
P
T
六
八
日
五
三
〈
四
五
六
)

と
い
っ
た
簡
も
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
混
じ
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
同
じ
四
月
己
丑
の
日
附
で
、
令
史
が
作
成
し
た
も
う
一
通
の
劾
肢
が
存
在
し

山
は
、
霊
童
一一
日
な
ど
の
例
に
照
ら
し
て
、
複
数
の
朕
酔
を
列
島
争
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
が
正
賞
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
謹
す

(

叩

)

る
ま
と
め
の
文
言
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
越
良
の
事
件
に
関
係
す
る
も
の
だ
っ
た
と
す
る
と
、
四
月
戊
子
附
の
候
長
昌
林
の
劾
肢
を
も
と
に
、
令

た
よ
う
で
あ
る
。



多
い
。

四
月
己
丑
附
で
劾
肢
が
作
り
直
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
考
慮
の
徐
地
が

史
某
の
謹
言
も
新
た
に
加
え
て
、

h 

燈
長
鄭
孝
(
建
武
六
年
六
月
〉

E
P
F
一
一
二
日
三
五
回
(
五
二
五
)

E
P
F
二
二
日
三
五
六
〈
五
二
五
)

E
P
F
一
一
二
日
三
五
三

(
五
二
五
)

E
P
F
二
二
日
五
九
八
(
五
五
一
〉

E
P
F
一
一
二
日
三
五
七
(
五
二
六
)

E
P
F
二
二
日
三
六
二
(
五
二
六
〉
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』1
 

1
 
図
廿
二
日
己
丑
、
廿
九
陵
長
鄭
孝
、
興
子
男
慶
共

1
 

1
 

1
 

-
朕
僻
目
、
公
乗
、
居
延
贋
地
皇
、
年
品
川
二
歳
、
姓
孫
氏
、
建
武
六
年
正
月
中
除
、
震
甲
渠
城
北
候
長
、
以
逼
蕪
火
迩

E
P
F
一
二
一
口
三
五
五
(
五
二
五
)

E
P
F
一
一
二
日
三
六

(
五
二
六
〉

5
 

1
 

1
 
白
万
各
一
、
蘭
越
甲
渠
第
四
耀
塞
天
国
出
。
案
口
図

.
献
辞
日
、
公
乗
、
年
五
十
二
歳
、
姓
陳
氏
、
建
武
三
年
九
月
中
除
、
震
甲
渠
土
吏
、
以
逃
候
遁

蒸
火
備
盗
賊
鴬
職
、
至
今
年
六
月
中
図

操
諌
言
新
除
第
二
十
九
耀
長
鄭
慶
、
月
五
日
壬
子
昏
時
受
遣
、
葵
丑
嘗
到

開
徹
、
逐
捕
未
得
、
官
案
験
未
寛
、
以
此
知
而
劾
、
母
長
吏
使
劾
者
、
朕
具
此

E
P
F
二
二
二
二
九
五
(
五
三

O
)

E
P
F
二
二
日
三
六
一
ニ
(
五
二
六
)

h
は
非
常
に
断
片
的
だ
が
、
他
の
事
例
と
異
な
り
、
甲
渠
侯
官
の
文
書
庫
と
考
え
ら
れ
る
E
P
F
二
二
で
出
土
し
た
貼
で
、

貴
重
な
資
料
で

あ
る
。
第
二
十
九
耀
長
の
鄭
孝
(
川
で
は
息
子
の
鄭
慶
と
混
同
さ
れ
て
い
る
〉
が
、
新
た
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
、
任
地
に
現
れ
ず
、
息
子
と
と
も
に

6
 

1
 

1
 

7
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

0
 

1
 

1
 

1
 

9
 

1
 
候
備
盗
賊
矯
職
、
至
今
六
月
廿
図

自
力
各
一
、
戚
千
銭
以
上
、
蘭
越
甲
渠
武
彊
燈
塞
天
国
出
図

越
塞
子
遁
閥
徴
、
逐
捕
未
得
、
官
案
験
未
口
、
口
口
口
口
口
母
長
吏
使
劾
者
口

天
国
を
越
え
て
逃
亡
し
た
こ
と
が
設
費
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
筆
跡
か
ら
二
つ
の
献
辞
が
同
一
の
加
書
に
属
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し

越
境
地
貼
に
闘
す
る
謹
言
に
は
食
い
違
い
が
あ
る
。

453 

1
 

1
 

1
 

1
 

9
 

1
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候
長
向
林
・
呂
良
(
建
武
六
年
七
月
〉

4
 

9
 

1
 
謹
移
図

E
P
T
六
八
日
一
一
一

O
(四
六
三
)

1
 

9
 

1
 
編
敢
言
之

E
P
T
六
八
一
八

O
(四
五
九
)

6
 

9
 

1
 
甲
渠
守
侯
長
居
延
鳴
沙
里
公
乗
向
林
年
五
十

図
長
居
延
庚
郡
里
公
乗
呂
良
年
五
十
建
武
六
年
正
月
壬
子
除

蹄
第
八
亭
部
田
舎
、
月
廿
四
日
還
詣
部
、
積
六
日
。
叉
月
廿
一
戊
子
、
第
四

守
候
長
居
延
鳴
沙
里
向
林
、
私
去
署
、
燈
口
口
口
口
口
口
口
月
三
日

E
P
T
六
八
一
一
一

O
(四
六
二
)

建
武
六
年
正
月
壬
子
除

E
P
T
六
八
一
七
七
(
四
五
八
)

1
 

9
 

1
 

E
P
T
六
八
一
七
八
(
四
五
八
)

1
 

1
 

1
 

E
P
T
六
八

一
一
O
九
(
四
六
二
)

1
 

9
 

1
 

o
 

o
 

--0
 

1
 

還
詣
部
積
三
日

良
・
林
所
部
主
陵
長
鄭
孝

・
侯
雲
亡
、
関
越
塞
天
田
、
出
不
得
。

E
P
T
六
八
一
一
一
一
一
一
〈
四
六
二
)

E
P
T
六
八
一
一

O
八
(
四
六
二
〉
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1
 

0
 

1
 
案
、
良

・
林
私
去
署
、
皆
口
宿
止
、

E
P
T
六
八

日
一
一
一
一
(
四
六
二
〉

且
乏
迩
候

1
 

0
 

1
 
失
蘭
、

E
P
T
六
八

一
一
一
四
(
四
六
二
)

不
憂
事
法

4
 

0
 

1
 
-
朕
僻
目
、
居
延
中
宿
里
、
公
乗
、
年
五
十
八
歳
、

E
P
T
六
八
一
一

O
七
(
四
六
二
)

5
 

0
 

1
 
図
斗
食
令
史
図

口
口
口
良
私
去
官
口
口
口
・
・
・
・
・
・図

(
四
六
二
〉

以
主
領
吏
備

E
P
T
六
八
一
一
一
六
(
四
六
二
〉

E
 

0
 

1
 

E
P
T
六
八

7
 

0
 

1
 
建
武
六
年
七
月
戊
民
朔
壬
寅
、
令
史
嘉
劾
勝
良

・
林
詣

E
P
T
六
八
日

一
O
五
(
四
六

一
)

1
 

0
 

1
 
居
延
獄
、
以
律
令
従
事

E
P
T
六
八
一
一

O
六
(
四
六
一
)

最
後
の

i
の
事
例
は
、

候
長
二
人
を
ま
と
め
て
弾
劾
し
た
劾
献
で
あ
る
。
こ
れ
も
か
な
り
残
飲
し
て
い
る
が
、
二
人
と
も
無
断
で
部
署
を
離

れ
て
、
何
日
聞
か
行
方
を
く
ら
ま
し
た
こ
と
な
ど
が
、

の
こ
と
が
見
え
て
お
り
、

弾
劾
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
加
に
は
、

h
に
登
場
し
た
耀
長
鄭
孝
の
逃
亡
事
件

直
属
の
候
長
の
監
督
責
任
が
問
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た

h
と
i
の
関
連
性
か
ら
考
え
て
、

E
P
T
六
人
出
土



の
劾
朕
関
係
簡
は
、
本
来
E
P
F
二
二
の
文
書
庫
に
牧
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
、
劾
肢
を
通
じ
て
居
延
戦
線
の
属
吏
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
き
た
。
前
一
章
で
取
り
上
げ
た
行
政
慮
分
や
慮
罰
と
、
こ
れ
ら
の
弾
劾
事

案
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
前
者
は
日
常
的
な
ル
l
テ
ィ
ン
の
中
で
の
些
細
な
ミ
ス
や
、
そ
の
積
み
重
ね
と
し
て
の
勤
務
評
定
の
結
果
と
し
て

課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
弾
劾
の
方
は
、
悪
質
な
怠
慢
や
不
群
事
に
近
い
失
態
、
傷
害
や
逃
亡
と
い
っ
た
犯
罪
行
篤
の
よ
う
に
、
動

務
評
定
の
範
圏
を
越
え
た
責
任
追
及
と
巌
重
な
慮
罰
が
必
要
な
事
案
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
劾
肢
は
事
件
の
直
後
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
事

件
が
弾
劾
に
一
該
嘗
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
、

は
っ
き
り
し
た
基
準
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

た
と
え
形
式
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、

そ
の
内
容
に
謹
告
の
疑
い
が
あ
れ
ば
、
告
費
者
の
身
が

劾
伏
は

「
上
司
に
命
ぜ
ら
れ
て
弾
劾
し
た
の
で
は
な
い
」
と
断
り
書
き
を
し
た
書
類
で
あ
り
、

(

日

〉

危
う
く
な
る
恐
れ
も
あ
っ
た
。

揮
劾
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
建
武
五

1
六
年
(
後
二
九
J
三
O
〉
の
問
、
甲
渠
候
官
管
内
で
は
、
内
容
の
わ
か
る
事
例
だ
け
を
見
て
も
、
毎
月
の
よ
う
に
廃
吏
が

こ
れ
が
い
つ
も
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
こ
の
時
期
の
特
殊
事
情
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
時
期

- 23ー

「
建
武
」
と
い
う
後
漢
王
朝
の
年
読
を
用
い
て
い
た
と
は
い
え
、
河
西
地
方
は
事
質
上
、
資
融
の
濁
立
政
権
下
に
あ

っ
た
。
港
境
防
備
に

あ
た
る
吏
卒
の
士
気
や
能
力
の
低
下
、
綱
紀
の
弛
緩
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

t土

111 

慮
罰
を
通
じ
て
見
た
人
事
機
構

)
 

噌

i
，，，，‘、
、

弾
劾
慮
分
の
決
定
過
程

前
章
で
取
り
あ
げ
た
劾
肢
は
、
弾
劾
の
訴
肢
と
そ
れ
を
補
強
す
る
謹
言
を
ま
と
め
た
書
類
で
あ
り
、
告
護
か
ら
慮
分
の
確
定
に
至
る
、

連

455 

の
手
蹟
き
の
出
護
黙
に
あ
た
る
。
九
種
類
の
劾
肢
は
、

衆
あ
り
得
な
い
。

い
ず
れ
も
居
延
燃
の
獄
あ
て
に
渡
信
さ
れ
た
も
の
で
、

正
本
が
候
官
に
残
る
こ
と
は
本
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1
 

0
 

1
 

元
康
元
年
輩
二
年

告
劾
副
名
籍

仏)

A
お
二
五
五

(
第
六
四
・
六
五
)

(B) 

と
い
う
つ
け
札
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
控
え
と
し
て
候
官
に
残
さ
れ
た
副
本
で
あ
る
。
筆
跡
や
簡
の
使
い
方
も
か
な
り
粗
略
に

感
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

囚
律
、
告
劾
母
軽
重
皆
閥
屡
所
二
千
石
官

E
P
T

一O
H
二
A

(
四
五
)

と
い
う
律
が
知
ら
れ
て
い
る
。
弾
劾
事
案
の
瑳
生
は
、
劾
吠
と
と
も
に
居
延
燃
の
獄
に
知
ら
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
嘗
然
同
時
に
都
尉
府
に
も

報
告
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
明
ら
か
に
そ
れ
と
わ
か
る
資
料
は
、
現
在
居
延
漢
簡
に
は
見
出
し
得
な
い
。
た
だ
、
そ
の
文
言
は
劾

吠
と
よ
く
似
て
い
た
と
思
わ
れ
、
前
章
一
で
集
成
し
た
劾
肢
の
断
片
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
都
尉
府
あ
て
の
報
告
書
の
一
部
が
紛
れ
込
ん
で
い
る

弾
劾
手
績
き
が
行
わ
れ
る
と
、
被
弾
劾
者
が
逃
亡
中
で
な
い
限
り
、

そ
の
身
柄
は
拘
束
さ
れ
て
居
延
牒
に
迭
ら
れ
る
。
そ
の
問
、
本
人
が
本

- 24ー

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

来
勤
務
し
て
い
る
は
ず
の
部
署
は
、

嘗
然
空
い
て
し
ま
う
。

吏
員
百
八
人

其
二
人
候
尉
不
食

二
人
有
劾
殴

百
四
人
見
図

A
8
二
七
一
・
二
一
一
(
努
一
七
一
一
)

五
鳳
四
年
八
月
奉
帳
簿

侯
一
人
六
千

尉
一
人
二
千

土
吏
三
人
三
千
六
百

令
史
三
人
二
千
七
百

尉

史

四

人

二

千

四

百

凡

口

・

・
:
3

候
史
九
人
其
一
人
候
史
拓
有
劾
五
千
四
百
口

E

E
P
T
五
日
四
七
(
一
八
)

川
は
、
甲
渠
候
官
で
食
糧
を
支
給
す
べ
き
層
吏
の
現
員
数
を
記
し
て
い
る
が
、

(

ロ

〉

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
に
は
食
糧
は
配
給
さ
れ
な
い
。

二
人
が

「
有
劾
鞍
」
、

す
な
わ
ち
弾
劾
の
た
め
拘
束
中
で
不
在

ま
た
山
は
俸
緑
簿
で
、

各
官
秩
別
に
月
俸
の
組
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。

侯
史
の
一
人

は
「
有
劾
」

と
さ
れ
、

恐
ら
く
月
俸
の
支
給
も
差
し
止
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
弾
劾
手
績
き
が
開
始
さ
れ
る
と
、
被
弾
劾
者
は
自
動

的
に
無
期
停
職
扱
い
と
な
ア
た
の
で
あ
る
。



劾
肢
と
と
も
に
被
弾
劾
者
の
身
柄
を
迭
ら
れ
た
居
延
蘇
の
獄
で
は
、
木
人
の
取
り
調
べ
が
行
な
わ
れ
、
告
護
内
容
の
嘗
否
、
ま
た
相
醸
し
い

鹿
分
が
擬
定
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
現
在
知
り
得
る
範
囲
で
は
、
前
述
の
江
陵
張
家
山
漢
簡
に
残
さ
れ
た
「
奏
謝
書
」
に
、
そ
の
具
睦
例
が
わ
ず
か

に
残
る
だ
け
だ
が
、
手
績
き
と
し
て
一
般
の
裁
剣
と
異
な
る
貼
は
な
い
。
居
延
鯨
の
獄
で
作
成
さ
れ
た
弾
劾
裁
剣
の
報
告
書
類
は
、
今
の
と
こ

〈

臼

〉

ろ
居
延
漢
簡
に
は
見
嘗
た
ら
な
い
。

し
か
し
弾
劾
に
基
づ
く
虚
分
の
決
定
や
執
行
ま
で
が
、

は
、
人
事
擢
を
持
っ
た
所
属
機
構
の
責
任
者
だ
け
で
あ
る
。
斥
売
の
場
合
と
同
様
、
居
延
都
尉
府
に
お
い
て
、
裁
剣
の
報
告
を
承
け
た
最
終
決

定
が
下
さ
れ
た
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
前
引
紅
の
例
で
は
、
傷
害
事
件
で
「
論
」
ぜ
ら
れ
た
者
の
「
請
」
が
都
尉
府
の
教
書
で
示
さ
れ
之

い
る
。
こ
れ
は
逼
常
の
斥
売
で
は
な
く
、
弾
劾
裁
剣
を
経
た
決
定
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
う
し
て
都
尉
府
で
最
終
的
な
弾
劾
慮
分
が
決
定
さ
れ
、
候
官
に
通
知
さ
れ
る
と
、
候
官
で
は

懸
で
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

被
慮
分
者
を
官
吏
と
し
て
慮
罰
で
き
る
の

図
嘗
由
隆
長
居
延
利
上
里
公
乗
徐
延
需
年
品
川

E
P
T
五
六
日
二
四
(
二
八
五
〉

の
よ
う
な
書
類
が
作
ら
れ
る
。
弾
劾
が
成
立
し
、
克
職
と
な
っ
た
燈
長
の
ポ
ス
ト
が
、
正
式
に
依
員
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
附
は

底
分
の
決
定
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
通
知
さ
れ
た
日
附
だ
ろ
う
。

五
鳳
四
年
十
一
月
庚
午
有
劾
依

- 25ー

4
 

1
 

1
 
弘
・
勝
之
皆
謝
賢
日
、
曾
坐
文
事
般
論
、
用
自
給
、
請
今
具
償
。
責
弘
未
得
、
責
勝
之
己
得
粟

二
石
直
三
百
九
十
、
廃
三
石
直
三
百
六
十
、
交
銭
三
百
五
十
、
九
巳
得
千
一
百
、
少
二
千
四
百
、
今
図

山
は
「
舎
た
ま
文
事
に
坐
し
て
較
論
」
せ
ら
れ
た
、
二
人
の
人
物
に
劃
す
る
借
財
の
取
り
立
て
朕
。
「
用
て
自
給
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

は
、
も
ち
ろ
ん
弾
劾
に
よ
っ
て
克
職
と
な
り
、
給
興
が
出
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
劾
朕
b
や
d
の
よ
う
な
傷
害
事
件
の
犯
人
が
、
ク
ビ
に

な
る
だ
け
で
な
く
、
傷
害
罪
に
相
嘗
す
る
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

A
8
二
六
・
九
A
(第
一
四

O
〉

457 

属
吏
に
劃
す
る
弾
劾
や
斥
克
が
行
わ
れ
る
と
、
嘗
然
上
司
の
監
督
責
任
の
問
題
が
生
ず
る
。
例
え
ば
前
述
i
の
劾
献
で
は
、
健
長
の
脱
走
に

つ
い
て
候
長
の
監
督
責
任
が
追
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
上
司
ま
で
弾
劾
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
と
し
て
も
、
監
督
責
任
が
問
わ
れ
な
い
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は
ず
が
な
い
。

5
 

1
 

1
 
及
不
過
界
中
如
牒
、
謹
巳
劾
、
ム
領
職
教
敷
吏
母
獄
、
叩
頭
死
罪

趨
臨
開
働
戚
内
戸
、
盗
取
卒
間
接
二
千
四
百
、
謹
己
劾
、
儲
職
事
無
紋

燈
長
侯
倉
・
候
長
焚
陸
皆
私
去
署
、
誠
教
教
吏
母
伏
、
罪
蛍
死
、
叩
頭
死
罪
死
罪
敢
言
之

(
四
九
九
)

E
P
F
 

6
 

1
 

1
 

E
P
T
五
O
一
一
五
四
(
一
三
九
)

7
 

1
 

1
 

E
P
F
一
一
一
て
四
二
四
(
五
三
三
一
〉

1
 

1
 

1
 
甲
渠
郡
守
侯
熊
、
克
冠
叩
頭
死
罪
死
罪
、
奉
職
数
既
朕
、
罪
法
重
畳
、
身
死

叩
頭
死
罪
死
罪
、
府
記
日
、
主
官
夏
侯
欝
母
賦
斥
克
、
蕪
叩
頭

E
P
T
二
O
H
五
(
五
五
)

E
P
F
一
一
二
日
二
八
六
(
五
一
七
〉

1
 

1
 

1
 。1 

1
 

議
叩
頭
死
罪
死
罪
語
素
公
廉
矯
主
官
出
入
品
川
徐
口
九
月

E
P
T
二
O
H
一
二
(
五
六
)

こ
れ
ら
は
「
私
去
署
」
な
ど
部
下
の
違
反
行
震
を
あ
げ
て
、
「
吏
を
数
敷
す
る
こ
と
母
朕
」
と
監
督
責
任
を
認
め
、
謝
罪
し
た
簡
で
あ
る
。
大

げ
さ
に
謝
罪
の
文
句
を
並
べ
た
書
類
の
断
片
は
、
他
に
も
相
嘗
な
数
が
存
在
す
る
。

- 26ー

川
は
、
成
卒
か
ら
預
か
っ
た
銭
の
盗
難
に
つ
い
て
「
職
事
無
朕
」
と
謝
罪
す
る
。
こ
の
中
に
見
ら
れ
る
「
謹
み
て
己
に
劾
す
」
と
い
う
表
現

は
、
「
す
で
に
弾
劾
済
み
」
と
い
う
意
味
か
。
侯
官
の
長
で
あ
る
郭
候
も
、
こ
う
し
た
監
督
責
任
を
克
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

o
m
l
川
は
甲

渠
都
候
が
都
尉
府
に
提
出
し
た
謝
罪
文
。
川

1
m
は
、
都
尉
府
か
ら
の
属
吏
斥
克
通
知
を
受
け
て
書
か
れ
、
鼎
明
に
努
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
謝
罪
文
は
、
こ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に
監
督
責
任
が
追
及
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
以
上
、
単
な
る
謝
罪
文
や
始
末
書
と
い
う
よ
り
も
、

一
種
の

進
退
伺
い
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
例
え
ば
劾
賦
b
の
傷
害
事
件
は
都
候
の
目
の
前
で
起
こ
り
、
し
か
も
属
吏
と
霊
聞
か
ら
酒
盛
り
を
始
め
た
の

(

M

)

 

は
郭
候
自
身
で
あ
っ
た
。
謝
罪
と
鼎
明
に
一
一
吉
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
主
官
令
史
夏
侯
語
は
こ
の
事
件
で
傷
を
負
わ
さ
れ
た

男
で
あ
る
。

(2) 

依

員

の

補

充

川
で
見
た
よ
う
に
、
斥
克
慮
分
や
弾
劾
の
決
定
が
下
さ
れ
る
と
、
必
然
的
に
吏
員
の
ポ
ス
ト
に
依
員
が
生
じ
、
補
充
の
人
員
を
手
嘗
て
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
 

1
 

1
 

敢
言
之
、
謹
移
吏
歓
如
牒
、
唯
府
令
開
田
除
補
、
敢
言
之
。

級
、
唯
府
除
補
、
叩
頭
死
罪
敢
言
之
。

貧
急
軟
弱
不
任
職
、
請
斥
克
、
可
補
者
名
如
牒
書
図

吏
斥
克
歓
如
牒
、
唯

E
P
T
六
日
入

O
(三
四
〉

E
P
T
五
九
日
三
九
(
三
四
六
)

1
 

1
 

1
 

E
P
T
七
日
四

(
四
一
一
)

1
 

1
 

1
 

A
8
二
一
一
二
・
二
九
〈
二
八
四
)

4
 

1
 

1
 

5
 

1
 

1
 
甲
渠
城
北
健
長
徐
惇
有
劾
紋
俸
健
居
主
養
騨
馬

府
省
察
、
令
居
延
除
吏
次
各
補
惇
等
鉄
、
叩
頭
死
罪
敢
言
之

第
十
土
吏
鴻
匡

E
P
F
一
一
二
一
二
五
三
(
五
一
一
一
一
〉

E
P
F
二
二
二
ニ
五
二
(
五
二
五
)

5
 

1
 

1
 

E
P
F
二
二
二
二
五

〈
五
二
五
〉

1
 

1
 

1
 

斥
克
依

開
就
農
、
謹
斥
克
匡
歓
如
牒
、
唯

- 27ー

1
 

1
 

1
 

E
P
F
二
二
日
三
四
五
(
五
二
四
)

m
に
見
え
る
「
開
田
」
は
居
延
燃
の
王
葬
時
代
の
名
稿
。

に
よ
る
依
員
補
充
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。

山
に
見
え
る
「
吏
の
歓
」
を
記
し
た
牒
の
貫
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弾
劾

ち
な
み
に
徐
俸
な
る
人
物
は
、
弾
劾
で
耀
長
を
克
職
に
な
っ
た
後
も
、
健
に
留
ま
っ
て
馬
の
世
話
を

m
は
斥
克
に
よ
る
飲
員
の
牒
で
あ
る
。
別
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら
は
故
郷
で
掃

お
ま
、

1
t
 

し
て
い
た
ら
し
い
。
開
る
所
が
な
か
司
た
の
だ
ろ
う
か
。

農
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

m
l
m
に
見
え
る
鴻
匡
は
、
前
章

a
の
劾
肢
で
弾
劾
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

っ
た
が
、
病
気
な
ど
で
勤
ま
ら
ず
、
第
十
部
士
吏
に
轄
じ
た
後
、
弾
劾
さ
れ
る
仕
儀
と
な
っ
た
ら
し
い
。

a
に
よ
れ
ば
、
彼
は
王
葬
時
代
の
末
年
に
第
四
部
の
土
吏
と
な

し
か
し
弾
劾
に
よ
る
克
職
な
ら
ば
、

山
と
同
様
「
有
効
鉄
」
と
-記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
加
に
見
え
る
「
斥
克
歓
」
は
理
解
し
が
た
い
。
そ
も
そ
も
劾
朕

a
は
、
斥
克
の
事
由
と
こ

れ
を
謹
明
す
る
霊
書
で
事
足
り
る
内
容
で
あ
る
。
そ
の
せ
い
か
位
の
劾
献
本
文
の
締
め
く
く
り
で
は
、
劾
肱
だ
け
が
居
延
蘇
に
迭
ら
れ
、
本
人

を
連
行
し
て
は
い
な
い
。
正
式
な
弾
劾
裁
剣
に
至
ら
ず
に
、
斥
克
虚
分
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

き
て
、
侯
官
か
ら
前
述
の
よ
う
な
快
員
補
充
の
要
請
を
受
け
る
と
、
都
尉
府
か
ら
居
延
懸
に
補
充
人
員
の
人
選
が
命
ぜ
ら
れ
る
。
居
延
腕
肺
は
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こ
れ
を
受
け
て
、

ポ
ス
ト
に
相
躍
し
い
人
物
を
選
び
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
人
事
.フ
ラ
ン
を
立
て
る
。

9
 

1
 

1
 
牒
書
、
吏
遁
斥
克
給
事
補
者
四
人
、

E
P
F
二
二
一
五
六

A
(
四
九

O
)

人
一
牒

0
 

3
 

1
 

建
武
五
年
八
月
甲
辰
朔
丙
午
、
居
延
令

遜
依

E
P
F
二
二
一
五
七
(
四
九

O
〉

E
P
F
二
二
日
五
八
(
四
九

O
)

丞
審
告
尉
、
謂
郷
、
移
甲
渠
候
官
、
聴
蓄
従
事
如
律
令

甲
渠
候
官
尉
史
鄭
駿

故
吏
陽
里
上
造
梁
並
日
年
五
十
今
除
補
甲
渠
候
官
尉
史

代
鄭
駿

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 
甲
渠
侯
官
斗
食
令
史
孫
良

E
P
F
二
二
日
五
九
(
四
九

O
〉

遜
依

1
 

1
 

1
 
宜
穀
亭
長
孤
山
里
大
夫
孫
況
年
五
十
七

E
P
F
二
二
一
六

O
(四
九
一
)

蒸
事

今
除
補
甲
渠
候
官
斗
令
史

代
孫
良

材
陣
任
の
た
め
生
じ
た
こ
つ
の
空
き
ポ
ス
ト
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
が
、
新
た
に
任
命
さ
れ
る
二
人
の
人
物
の
う
ち
、

m
は
肩
書
き
か
ら
見
て
現
任

の
官
吏
で
は
な
く
、
新
規
採
用
で
あ
る

o
mは
居
延
燃
の
現
役
の
亭
長
だ
ろ
う
。
居
延
燃
で
は
、
燃
の
現
任
の
属
吏
と
、
民
間
の
候
補
者
を
含

こ
の
珊
書
が
懸
か
ら
候
官
に
直
接
迭

- 28-

む
贋
い
範
囲
か
ら
、
適
任
者
を
選
び
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
永
田
英
正
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

〈

日

)

ら
れ
た
の
は
、
何
か
の
特
殊
事
情
に
よ
る
襲
則
的
な
例
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

4
 

1
 

1
 
府
記
日
、
遁
新
占
男
子
劉
遜
、
代
燈
長
図

E
P
F
一
一
二
日
六
四
八
(
五
五
四
)

の
よ
う
に
、
本
来
は
胴
怖
か
ら
都
尉
府
に
人
選
の
原
案
が
提
出
さ
れ
、
都
尉
府
の
決
定
と
し
て
通
知
さ
れ
る
の
が
、
通
常
の
姿
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

m
の
梁
普
と
い
う
人
物
に
は
、

「
故
吏
」
と
い
う
一
種
の
肩
書
き
が
つ
い
て
い
る
。

5
 

1
 

1
 
故
吏
居
延
安
園
里
公
乗
龍
世
年
廿
五

E
P
T
二

日
七

つ一〉

今
除
箆
甲
渠
尉
史
代
許
昌
図

6
 

1
 

1
 
故
吏
開
田
金
城
里
五
士
周
育
年
三
十
二
可
補
高
沙
燈
長
代
張
意

E
P
T
二
七
二
八
〈
六
二
)

1
 

1
 

1
 
故
吏
居
延
肩
水
虫
蘇
慶
年
間
五

E
P
T
四

O
H
一
七
八
〈
七
八
)

図

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
事
閥
係
の
書
類
の
一
簡
で
あ
る
。

「故
吏
」
と
は
、

か
つ
て
官
更
で
あ
っ
た
者
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
も
と
就
い

て
い
た
官
名
や
経
歴
を
細
か
く
記
す
わ
け
で
は
な
い
。
公
職
経
験
者
と
い
う
意
味
で
の
、

一
種
の
資
格
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
漢
末
の



(

日

)

「
門
生
故
吏
」
の
「
故
吏
」
と
は
か
な
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
居
延
蘇
で
は
こ
の
よ
う
な
「
故
吏
」
を
、
戸
籍
上
で
把
握
し
て
い
た
か
、

あ
る
い
は
官
職
絞
任
の
待
機
リ
ス
ト
に
載
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
奮
居
延
漢
簡
に
は
、

1
 

1
 

1
 

官
大
夫
、
年
廿
四
、
姓
夏
氏
、
故
民
、
地
節
三
年
十
月
中
除
魚

A
お
一

0
・一

O
〈
第
二
ニ
〉

と
い
う
奇
妙
な
肩
書
き
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
名
豚
曾
里
や
年
姓
を
述
べ
る
、
愛
書
な
ど
供
述
書
の
ス
タ
イ
ル
だ
が
、
こ
こ
に
見
え
る
「
故

「
放
吏
」
と
は
反
劉
に
、
以
前
は
官
職
未
経
験
の
民
開
人
だ

っ
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
に
例
を
見
な
い
書
き
方
で
は

民
」
は
、

あ
る
が
。

(3) 

豚
の
機
構
の
役
割

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
居
延
都
尉
府
管
内
で
は
、
候
官
の
属
吏
の
底
分
や
補
充
人
員
の
候
補
者
選
定
と
い
っ
た
業
務
に
、
居
延
牒
が
微
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妙
な
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
。
最
後
の
考
察
と
し
て
、
都
尉
府
候
官
の
機
構
と
豚
の
関
係
を
整
理
し
て
み
た
い
。

ま
ず
弾
劾
の
際
に
、
候
官
か
ら
居
延
燃
の
獄
へ
、
劾
肢
と
被
弾
劾
者
の
身
柄
が
直
接
迭
ら
れ
、
こ
こ
で
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
ど
の
よ

う
に
解
得
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
弾
劾
裁
剣
に
お
い
て
、
居
延
豚
の
獄
の
役
割
は
、
事
責
を
究
明
し
、
鹿
分
内
容
の
原
案
を
作
成
す
る
、
限

(

幻

)

定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
質
務
が
居
延
豚
の
獄
に
因
さ
れ
た
の
は
、
居
延
鯨
に
特
殊
な
権
限
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
こ
が
獄
合
と

取
り
調
べ
の
専
門
家
の
揃
っ
た
、
最
寄
り
の
獄
だ
?
た
か
ら
で
あ
る
。
都
尉
府
は
軍
事
機
構
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
軍
陵
の
よ
う
に
、
民
政
機

構
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
、
自
律
的
で
閉
鎖
的
な
組
織
を
完
備
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
補
充
人
員
の
選
定
を
居
延
豚
が
行
う
こ
と
の
理
由
は
、
前
節
の
資
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
都
尉
府
は
、
民
政
に
直
接
関
興
し
て
い

な
い
以
上
、
官
職
未
経
験
の
民
間
人
や
「
故
吏
」
に
は
、
直
接
手
が
届
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
民
間
人
を
含
む
康
い
範
圏
か
ら
の
人
選
は
、
戸
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籍
を
握
る
鯨
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
り
、
都
尉
府
の
人
事
に
燃
が
関
わ
る
の
も
、
そ
の
貼
で
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
豚
が
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関
わ
り
得
る
の
は
、
人
員
の
新
規
補
充
や
異
動
の
原
案
作
成
ま
で
で
あ
り
、
鯨
が
都
尉
府
の
麗
吏
に
射
し
て
直
接
に
轄
属
命
令
を
出
す
こ
と
は

(
時
〉

あ
り
得
な
い
。

官
制
上
、
都
尉
府
と
燃
と
は
直
轄
的
な
上
下
関
係
に
は
な
い
。
と
は
い
え
現
貫
に
は
、
都
尉
府
か
ら
管
轄
違
い
の
豚
に
劃
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
仕
事
が
因
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
都
尉
府
の
機
構
に
お
い
て
、
配
下
の
候
官
で
は
慮
理
で
き
ぬ
行
政
寅
務
が
、
現
在
で
言
え
ば
機
関
委
任
事

務
と
し
て
、
豚
の
機
構
に
因
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
解
さ
れ
よ
う
。

お

わ

り

以
上
、
居
延
漢
簡
に
見
え
る
官
吏
の
慮
罰
を
め
ぐ
っ

て、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
見
て
き
た
。
最
後
に
、
文
献
史
料
の
世
界
へ
の
橋
渡
し
を
し

て
、
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

居
延
懸
に
、

- 30ー

「
故
吏
」
と
い
う
官
職
経
験
者
が
か
な
り
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
も
と
よ
り
漢
代
に
は
、
時
期
を
見
て
固

痛
に
役
所
を
退
職
す
る
致
仕
の
慣
習
は
存
在
せ
ず
、
も
ち
ろ
ん
親
の
喪
に
服
す
る
丁
憂
も
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
。
漢
代
の
「
も
と
役
人
」
と

(
ゆ
)

は
、
す
な
わ
ち
「
か
つ
て
ク
ビ
に
な
っ
た
役
人
」
な
の
で
あ
る
。

「
故
吏
」
が
資
格
と
し
て
機
能
し
、
彼
ら
の
中
か
ら
官
職
に
再
登
用
さ
れ
る

例
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
克
職
と
な
っ
た
と
い
う
経
歴
が
、
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
に
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

列
俸
な
ど
の
史
料
に
お
い
て

「
病
を
稽
し
て
」
役
所
を
辞
め
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
病
気
鉄
勤
の
日
敷
が
あ
る
限
度
を
越
え
る
と
、
克

職
と
な
る
規
定
を
逆
手
に
取
っ
た
僻
め
方
な
の
だ
が

こ
れ
は
漢
簡
の
世
界
で
自
に
す
る
斥
克
の
手
績
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、

「
某
事

に
坐
し
て
」
克
職
さ
れ
た
場
合
、

山
の
事
例
で
「
舎
た
ま
文
事
に
坐
し
て
般
論
せ
ら
れ
」
た
な
ど
と
気
取

っ
た
言
い
方
が
同
時
代
か
ら
存
在
す

る
よ
う
に
、
寅
は
弾
劾
裁
判
に
引
っ
か
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
前
漢
末
ご
ろ
か
ら
、
役
所
の
辞
め
方
と
し
て
「
自
劾
し
て
去

る
」
、
す
な
わ
ち
自
分
で
自
分
を
弾
劾
す
る
と
い
う
方
法
が
現
れ
る
。

自
分
を
弾
劾
す
る
劾
肢
を
書
き
置
き
に
、

故
郷
に
引
き
揚
げ
る
の
だ
ろ

ぅ
。
そ
の
場
合
、
被
弾
劾
者
が
逃
亡
し
た
の
だ
か
ら
、
事
は
「
案
験
未
寛
」
の
ま
ま
、

ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
弾
劾
が
成
立
し
た
に
違
い
な
い
。



も
ち
ろ
ん
指
名
手
配
な
ど
で
追
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
司
た
は
ず
で
あ
る
。

甲
渠
候
官
の
属
吏
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
罰
則
に
縛
ら
れ
な
が
ら
、
貫
に
多
様
な
失
態
を
演
じ
て
は
、
尭
職
に
な
っ
た
り
、
弾
劾
さ
れ
た
り

し
て
い
た
。
監
督
責
任
を
問
わ
れ
る
上
司
た
ち
も
、
安
閑
と
は
し
て
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
巌
し
さ
は
、
確
か
に
嘗
時
の
官
僚
機
構
の
一
面
で
は

あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
「
故
吏
」
の
登
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢
代
の
官
僚
機
構
に
は
、

い
わ
ば
人
材
を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
シ
ス
テ
ム

も
備
わ
っ
て
い
た
。
列
俸
に
登
場
す
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
も
、
失
敗
し
て
振
り
出
し
に
戻
れ
ば
、
故
郷
で
一
人
の
「
故
吏
」
と
し
て
出
直
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
と
て
、
本
稿
で
見
て
き
た
謹
境
の
小
吏
た
ち
と
、
遣
う
世
界
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
な
い
。

前
漢
の
末
近
い
時
期
に
酷
吏
と
し
て
名
を
馳
せ
た
予
賞
は
、
病
死
す
る
直
前
、
息
子
た
ち
を
戒
め
て
次
の
よ
う
に
遺
言
し
た
。

丈
夫
の
吏
た
る
、
正
に
残
賊
に
坐
し
て
克
ぜ
ら
れ
よ
。
そ
の
功
放
を
迫
息
す
れ
ば
、
則
ち
復
た
準
用
せ
ら
れ
ん
。

一
た
び
軟
弱
不
勝
任
に

(
鉛
〉

坐
し
て
克
ぜ
ら
れ
れ
ば
、
終
身
麿
棄
せ
ら
れ
て
赦
時
あ
る
こ
と
な
し
。
そ
の
蓋
厚
は
貧
汚
坐
戚
よ
り
も
甚
し
。
慎
み
て
然
る
な
か
れ
。

「
残
賊
」
を
善
し
と
す
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、

で、

官
僚
と
し
て
の
心
構
え
を

こ
の
遺
言
は
漢
代
の
官
僚
制
度
の
一
面
を
、
見
事
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
居
延
戦
線
の
、
あ
ま
り
有
能
と
は
言
い

克
職
昆
分
の
事
由
と
や
り
直
し
の
チ
ャ
ン
ス
か
ら
説
い
た
貼

- 31-

難
い
属
吏
た
ち
に
と
っ
て
は
、
少
々
耳
の
痛
い
言
葉
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
。
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註(
1
〉
大
庭
備
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
(
創
文
社
一
九
八
二
)
、
永
田
英

正
『
居
延
漢
衡
の
研
究
』
ハ
同
朋
合
一
九
八
九
)
参
照
。

(

2

)

漢
簡
に
見
え
る
考
課
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
簡
便
に
は
大
庭
惰
『
木

簡
皐
入
門
』
(
講
談
社
拳
術
文
庫
一
九
八
四
〉
参
照
。

(

3

)

徐
元
邦
・
曹
廷
傘
「
居
延
出
土
的
。
候
史
康
徳
坐
不
循
行
部
。
激
」

(
『
考
古
』
一
九
七
九
年
二
期
)
参
照
。

(

4

)

肩
水
金
閥
祉
か
ら
「
勢
遺
使
者
過
界
中
費
」
な
る
筋
書
が
出
土
し
て

い
る
ハ
E
J
T
二
二
日
二
J
一
O
)。
中
央
か
ら
波
遣
さ
れ
た
労
透
使

者
が
、
肩
水
候
官
の
管
轄
区
域
に
い
る
聞
の
、
経
費
の
明
細
で
あ
る
。

甲
渠
候
官
出
土
の
こ
の
簡
が
、
同
じ
時
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ

の
よ
う
な
使
者
は
行
く
先
々
で
手
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
た
ら
し
い
。

甘
粛
居
延
考
古
隊
「
居
延
漢
代
遣
社
的
妥
掘
和
新
出
土
的
簡
加
文
物
」

(
『
文
物
』
一
九
七
八
年
一
期
〉
、
大
庭
惰
註

(
2
〉
前
掲
書
一
七

O
頁

参
照
。
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(

5

)

佐
原
康
夫
「
居
延
漢
衡
に
見
え
る
物
資
の
総
迭
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋

史
研
究
』
五

O
倉
一
説

一
九
九
一
)
参
照
。

(

6

)

籾
山
明
「
愛
書
新
探
|
|漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
|
|
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
五
一
巻
三
銃
一
九
九
二
〉
参
照
。

(
7
〉
鷹
取
結
司
「
居
延
漢
繍
劾
朕
関
係
崩
書
の
復
原
」
(
『
史
林
』
七
九

記
官
五
統
一
九
九
六
)
参
照
。

(
8
〉
江
陵
張
家
山
漢
簡
整
理
小
組
「
江
陵
張
家
山
漢
簡
《
奏
識
書
》
緯
文

(
一
)
(
二
)
」
(
『
文
物
』
一
九
九
三
年
八
期
、
一
九
九
五
年
三
期
)
、

ま
た
池
田
雄
一
ほ
か
『
江
陵
張
家
山
漢
筒
《
奏
誠
書
》
|
|
中
園
古
代

の
裁
剣
記
録
』
(
中
央
大
皐

一
九
九
六
)
に
-
誇
註
が
あ
る
。

(

9

)

こ
の
よ
う
な
謹
言
が
な
ぜ
「
愛
書
」
と
呼
ば
れ
な
い
の
か
が
不
思
議

で
あ
る
。
推
測
だ
が
、

「吠
鮮
日
」
は
劾
燃
の
不
可
分
の
要
素
で
、
こ

れ
だ
け
が
単
濁
の
書
類
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

(叩〉

E
P
T
五

一・

二
二
八
の
愛
書
に
「
:
:
:
乃
験
問
照
長
忠

・
卒
賞
等

融
附
、
皆
目
名
郡
勝
爵
里
年
姓
官
除
、
各
如
牒
:
:
:
」
と
あ
る
。

〈
U
)

E
P
T
五
六
日
一
七
五
に

「
口
怨
昌
、
劾
輔
火
誤
守
乏
、
問
題
筒
言

::」

と
あ
り
、
弾
劾
が
謹
告
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
内
容
を
持
っ
た

書
腹
で
あ
る
。

〈
ロ
)
江
蘇
東
海
豚
予
棉
円
六
銃
漢
墓
出
土
の
五
続
勝
(
正
面
)
は
、
出
張
や

病
気
、
死
亡
、
未
着
任
な
ど
の
事
由
に
よ
っ
て
、
現
在
本
来
の
任
地
に

い
な
い
官
吏
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
中
で
二
人
が

「
有
劾
」
と
し
て

翠
げ
ら
れ
て
い
る
。
居
延
漢
簡
の
場
合
と
同
様
、
停
職
扱
い
で
職
務
を

外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
連
雲
港
市
博
物
館
「
者
ノ湾
漠
墓
筒
股
穣
文

選
」
(
『
文
物
』
一
九
九
六
年
八
期
〉
参
照
。

(
日
)
も
ち
ろ
ん
、
調
劾
を
提
起
し
た
候
官
と
都
尉
府
や
居
延
燃
と
の
関

で
、
何
ら
か
の
や
り
と
り
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば

「
劾
吠
僻
目
、

公
衆
、
日
動
金
爵
皇
、
年
舟
歳
、
姓
孫
氏
(
以
下
略
)
」

(
A
お
ニ

0
・

六
)
と
い
う
簡
は
、
「
朕
僻
に
日
く
」
で
は
な
く
、
「
劾
朕
の
僻
に
日

く
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
簡
は
劾
朕
自
鐙
の
一
部
で
は
な
く
、

「
劾
吠
」
に
含
ま
れ
る
「
辞
」
と
し
て
、
別
の
書
類
に
引
用
さ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。
問
い
合
わ
せ
な
ど
に
態
じ
て
、
侯
官
で
劾
吠
の
内
容
が

再
調
査
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
。

(

M

)

す
で
に
鷹
'
取
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

E
P
T
二
O
H
六
に
は

「
死
罪
死
罪
今
年
八
月
中
候
謬
訴
客
男
子
買
護
持
酒
」
と
あ
り
、
劾
吠

b
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
簡
は

m
J
mと
筆
跡
ま
で
完
全

に
一
致
す
る
。
郭
候
が
提
出
し
た
復
数
の
謝
罪
文
の
控
え
を
、
ま
と
め

て
一
編
の
筋
書
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
そ
の
聞
に
郡
候
が

交
代
し
て
い
る
結
が
興
味
深
い
。

(
日
〉
永
田
英
正
註
(

1

)

前
掲
書
第
七
章

「
再
び
漢
代
遺
郡
の
侠
官
に
つ
い

て
」
参
照
。

(
日
)
東
耳
目
次
「
後
漢
時
代
の
故
吏
と
故
民
L

(

『
中
圏
中
世
史
研
究
綴
編
』

京
大
出
版
曾
一
九
九
五
所
枚
〉
参
照
。

(
げ
)
こ
の
貼
は
通
常
の
裁
剣
で
も
同
様
で
あ
る
。
籾
山
明
「
居
延
新
館

『
駒
罷
労
病
死
』
明
書
|
|
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
・
績

l
l」
(
『
堀

敏
一
先
生
古
稀
記
念
中
園
古
代
の
国
家
と
民
衆
』
汲
古
書
院
一

九
九
五
)
参
照
。

〈
刊
日
)
豚
の
廊
吏
が
都
尉
府
に
縛
属
す
る
だ
け
で
な
く
、
都
尉
府
か
ら
豚
に

醐
開
属
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
都
尉
と
燃

と
は
、
日
脚
吏
の
人
事
に
つ
い
て
共
通
の
地
域
.
フ
ロ
ッ
ク
を
構
成
し
て
お
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り
、
燃
が
全
堕
を
見
渡
し
た
人
事
異
動
を
立
案
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
な
お
、
本
稿
と
位
置
づ
け
が
異
な
る
が
、
角
谷
常
子
「
漢
代
居
延

に
お
け
る
軍
政
系
統
と
燃
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』
七
六
巻

一
読
一
九
九
一
二
)
参
照
。

(
四
)
『
史
記
』
巻
三

O
一
命
準
書
に
、
武
帯
時
代
の
こ
と
と
し
て
「
故
吏
皆

遁
令
伐
材
脚
上
林
、
作
昆
明
池
」
と
あ
る
。
「
故
吏
」
が
な
ぜ
動
員
さ
れ

る
の
か
に
つ
い
て
、
三
家
註
や
『
漢
書
』
食
貨
士
山
の
顔
師
古
註
で
解
震

が
分
か
れ
て
い
る
。
「
故
吏
」
が
本
来
、
何
か
落
ち
度
が
あ
っ
て
ク
ピ

465 

に
な
っ
た
役
人
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
に
引

き
つ
け
て
解
律
す
れ
ば
、
要
す
る
に
「
故
吏
」
の
リ
ス
ト
が
「
諦
吏
」

の
リ
ス
ト
に
編
入
さ
れ
、
労
働
力
と
し
て
徴
愛
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

(
初
〉
『
漢
書
』
巻
九

O
酷
吏
晋
J

賞
俸
「
丈
夫
篤
吏
、
正
坐
残
賊
菟
。
迫
思

其
功
致
、
則
復
準
用
品
矢
。
一
坐
軟
弱
不
勝
任
克
、
終
身
慶
楽
無
有
赦

時
。
其
差
厚
甚
於
貧
汚
坐
戚
。
恨
傍
然
。
」
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HAN PUNISHMENT OF　MILITARY

OFFICERS AS RECONSTRUCTED FROM

　　　　　

THE JUYAN HANJIAN

Sahara Yasuo

　　

Han-era wooden slips eχcavated at Juyan 居延in 1973 include ａvariety

of previously unknown documents. This article ｅχamines th･ｅdocuments

among these that concern the penalties inflicted upon military officers and

the penal administration system as ａ whole｡

　　

Military officers serving at the Juyan front inevitably made errors

during the course of their daily routine, and such errors occasionally called

for severe penalties and punishments according to t緬ｇ令.　These penalties

included transmission of military supplies as punitive labor, dismissal in

light of periodic e伍ciency ratings (ｃｈｉｍＡａｎ斥免)，ｅtｃ.ｌｎcases of serious

violation of military discipline―desertion o「crime, for example^an o伍cial

prosecutor Qiezhuang劾状)ｗａs sent to the court in Juyan prefecttire,and

he was responsible for bringing the accused to ａ trial in whicli the

proceedings were similar to that of ordinary lawsuits. This indicates that

the Han military had no specific system of court-martial provided for in its

organizational structure.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y

　　

Ｏ伍ＣｅｒS･dismissed from duty through these punishments remained｡

quali丘ed to -be listed among candidates for ｏ伍cial posts, and. they often

retained opportunities to be promoted again. This indicates that tりｅHan

bureaucracy provided a system for the recycling of ｅχperienced talent which

existed alongside its severe system of rating and punishment of government

and military ｏ伍cials.

－１－


